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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動臨床分析器で利用するためのオートメーションシステムであって、
　双方向トラックと、
　前記双方向トラックに沿って移動するように構成された複数のサンプルキャリアと、
　前記双方向トラックにアクセス可能な少なくとも一つの格納位置と、
　前記双方向トラックに沿って前記複数のキャリアを方向づけること、ならびに前記双方
向トラックに対して前記複数のキャリアの順序を変更するために、前記格納位置の内外へ
少なくとも一つのサンプルキャリアを方向づけることによって、前記複数のサンプルキャ
リアをソートするように構成されたプロセッサと、
を含む、
ことを特徴とするオートメーションシステム。
【請求項２】
　前記双方向トラックのうちの少なくとも一つの位置は、ピペットにアクセス可能である
、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項３】
　前記格納位置は、前記少なくとも一つのサンプルキャリアによって運搬されるサンプル
とピペットが接触することを可能とするように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
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【請求項４】
　前記プロセッサは、前記複数のサンプルキャリアをソートするための挿入ソートアルゴ
リズムを使用するように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記複数のサンプルキャリアをソートするためのヒープソートアル
ゴリズムを使用するように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの格納位置は、前記双方向トラックに沿って間隔をあけられた複数
の格納位置を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項７】
　前記プロセッサは、二つの隣接する格納位置の間の距離よりも長いサンプルキャリアの
待ち行列をソートするために、前記複数の格納位置を使用するように構成される、
ことを特徴とする請求項６に記載のオートメーションシステム。
【請求項８】
　前記プロセッサは、少なくとも一つの格納位置と前記双方向トラックの終端の間の距離
よりも長い複数のサンプルキャリアの待ち行列をソートするために、前記複数の格納位置
を使用するように構成される、
ことを特徴とする請求項６に記載のオートメーションシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの格納位置は、前記複数のサンプルキャリアのうちの二つ以上を同
時に格納するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの格納位置は、前記双方向トラックに垂直なトラック区間を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの格納位置は、トラックのうちの少なくとも一つの曲線区間を介し
て、前記双方向トラックにアクセス可能な格納領域を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１２】
　前記双方向トラックは摩擦トラックを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１３】
　前記双方向トラックは、各サンプルキャリアを動かすために、複数の電磁コイルを有す
るトラック区間を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１４】
　前記複数のサンプルキャリアは、独立して移動可能なように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のオートメーションシステム。
【請求項１５】
　自動臨床分析器で利用するためのオートメーションシステムで利用するための方法であ
って、
　少なくとも一つのプロセッサを利用して、双方向トラック上の待ち行列における複数の
サンプルに対してサンプル吸引の順序を決定することと、
　順序が乱れた前記待ち行列における少なくとも一つの第一のサンプルを識別することと
、
　第一の格納位置にアクセス可能な前記双方向トラック上の物理的位置に対して、前記双
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方向トラックに沿って、少なくとも一つの電気信号を介して、前記第一のサンプルを移動
させることと、
　前記第一の格納位置へ前記第一のサンプルを動かすことと、
　少なくとも一つの電気信号を介して、前記第一の格納位置にアクセス可能な位置と一致
する、前記待ち行列における第一の予め決められた順序位置に前記複数のサンプルにおけ
る間隙が存在するように、前記複数のサンプルの少なくともサブセットを動かすことと、
　前記予め決められた順序位置へと、前記第一の格納位置から前記第一のサンプルを動か
すことと、
を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記第一の格納位置にある間に、前記第一のサンプルを所定量吸引することをさらに含
む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記双方向トラック上にある間に、前記第一のサンプルを所定量吸引することをさらに
含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一のサンプルを識別することは、挿入ソートアルゴリズムを実行する少なくとも
一つのプロセッサによって実施される、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第一のサンプルを識別することは、ヒープソートアルゴリズムを実行する少なくと
も一つのプロセッサによって実施される、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　順序が乱れた前記待ち行列における第二のサンプルを識別することと、
　少なくとも一つの電気信号を介して、第二の格納位置にアクセス可能な前記双方向トラ
ック上の物理的位置へと、前記双方向トラックに沿って前記第二のサンプルを動かすこと
と、
　前記第二の格納位置へと前記第二のサンプルを動かすことと、
　少なくとも一つの電気信号を介して、前記第二の格納位置にアクセス可能な位置に一致
する、前記待ち行列内の第二の予め決められた順序位置に前記複数のサンプル内の間隙が
存在するように、前記複数のサンプルのうちの少なくともサブセットを動かすことと、
　前記第二の予め決められた順序位置へと、前記第二の格納位置から前記第二のサンプル
を動かすことと、
をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記サンプル吸引の順序を決定することは、前記複数のサンプルの複数の優先度を考慮
することを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記順序が乱れた前記待ち行列における少なくとも一つの第一のサンプルを識別するこ
とは、前記待ち行列の先頭にはないＳＴＡＴサンプルを識別することを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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［関連出願に対する相互参照］
　本出願は、２０１２年５月２２日に出願された米国仮特許出願整理番号６１／６５０，
０１５に対する優先権を享受する権利を主張し、米国仮特許出願整理番号６１／６５０，
０１５は、その全体において参照によって本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、概して、研究室環境において利用するためのオートメーションシステムに関
し、より詳細には、アクティブ輸送デバイスを介した臨床分析器におけるインビトロ診断
（ＩＶＤ）用の患者サンプルを輸送するためのシステムおよび方法に関する。本発明の実
施形態は、ＩＶＤオートメーションシステムにおける双方向トラックにおけるサンプル待
ち行列を維持するための方法および装置に対して特に適しているが、それに限定されるこ
とはない。
【背景技術】
【０００３】
　インビトロ診断（ＩＶＤ）は、患者の流体（ｆｌｕｉｄ）サンプルに実施されるアッセ
イ（ａｓｓａｙ）に基づいて、研究室で疾病の診断を支援することを可能にする。ＩＶＤ
は、患者の体液もしくは膿瘍から採取された液体サンプルの解析によって実施することが
できる患者の診断および治療に関する種々のタイプの分析試験およびアッセイを含む。こ
れらのアッセイは、典型的に、患者のサンプルを含むチューブもしくはバイアル（ｖｉａ
ｌ）などの流体容器が装着された自動化臨床化学分析器（分析器）で実施される。分析器
は、バイアルから液体サンプルを抽出して、特殊な反応キュベット（ｃｕｖｅｔｔｅ）や
反応管（概して反応器と称される）で種々の試薬とサンプルを合わせる。幾つかの従来シ
ステムにおいては、分析器用にモジュールアプローチが利用される。ラボラトリーオート
メーションシステムは、あるサンプル処理モジュール（モジュール）と別のモジュールの
間でサンプルを移動させることができる。モジュールは、サンプル取扱ステーションおよ
び免疫アッセイ（ＩＡ）および臨床化学（ＣＣ）ステーションを含みうる試験ステーショ
ン（例えば、あるタイプのアッセイに特化するか、さもなければ、より大きな分析器に対
する試験サービスを提供することができるユニット）を含む一つ以上のステーションを含
んでもよい。幾つかの従来のＩＶＤオートメーショントラックシステムは、ある完全に独
立したモジュールから別のスタンドアロンモジュールへとサンプルを輸送するように指定
されたシステムを含む。これによって、二つの異なるステーションで異なるタイプの試験
を専門に扱うことを可能とするか、または、二つの重複するステーションをつないで処理
可能なサンプルスループットの量を増加させることを可能にする。しかしながら、これら
のラボラトリーオートメーションシステムは、しばしばマルチステーション分析器におけ
るボトルネックとなる。どちらかといえば、従来のラボラトリーオートメーションシステ
ムは、サンプルをステーション間で独立して移動させられるほどの相当な程度の知能もし
くは自律性に欠けている。
【０００４】
　例示的な従来技術のシステムにおいては、コンベアベルト様の摩擦トラックで、時には
パックと呼ばれる個々のキャリア機構もしくは容器のラックを、異なるステーション間で
移動させる。サンプルは、トラックに沿った分析器内のステーション間の輸送用に、オペ
レータもしくはロボットアームによってパック内へと配置された試験管などのサンプル容
器内に保存されることがある。しかしながら、この摩擦トラックは、一度に一方向にしか
動くことができず、トラック上のサンプルはいずれも、同一速度で同一方向にしか移動さ
せることができない。サンプルを摩擦トラックから出す必要があるときには、個々のパッ
クを分岐経路（ｏｆｆｓｈｏｔ　ｐａｔｈ）（ときには、サイドカーもしくはプルアウト
とも呼ばれる）へと動かすためのゲーティング／スイッチングを使用することができる。
この構成の欠点は、各ゲートおよびスイッチにおいて、任意の与えられたパックの方向を
制御するために個別化（ｓｉｎｇｕｌａｔｉｏｎ）をしなければならないことである。例
えば、二つのパックが互いに近接し、かつ一パックだけ分岐経路へと方向を変えるべき場
合、一パックだけが分岐経路へと移動されるようにスイッチを制御し、適切なパックを確
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実に摩擦トラックから抜き取ることは困難である。このため、多くの従来技術のシステム
では、トラック上の各決定点（ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）において一度に一つずつ
、個々のパックが解放されてスイッチングされるように、ゲートにおいてパックを停止さ
せる必要が生じた。メイントラックおよびサイドカー／プルアウトトラックの間の移動は
遅いため、サイドカー／プルアウトトラック上にできる待ち行列（ｑｕｅｕｅ）に加えて
、メイントラックおよびサイドカーの分岐合流点における決定点において待ち行列ができ
てしまう可能性がある。
【０００５】
　従来の線形トラックは、知能的輸送待ち行列を提供するための精度もしくは知能を欠く
。従来の線形トラックは、ファストインファストアウト（ＦＩＦＯ）方式でサンプルを処
理するには適しているが、ランダムアクセスが必要とされる場合には、サンプルを処理す
るために他の機構が必要とされる。例えば、カルーセル（ｃａｒｏｕｓｅｌ）がリング内
のサンプルと選択的に接触するために使用されてもよい。リングを回転することによって
、任意のサンプルを選択できる。しかしながら、このカルーセルアプローチには、ある欠
点がある。カルーセルの保持できるサンプル数の二乗に比例して、必要とされる空間が増
大し、大きな円形領域を必要とすることである。さらに、カルーセルは、カルーセルにサ
ンプルを装填し、カルーセルからサンプルを除くためにゆっくりとした機構を必要とする
ことがある。さらには、カルーセル内のサンプルに対して印加される遠心力で、カルーセ
ルが動作する速度が制限される可能性がある。
【０００６】
　従来技術のトラックにおけるサンプル待ち行列の別の欠点は、ＳＴＡＴサンプルが到達
するときに問題が生じ得ることである。非ＳＴＡＴサンプルに対してはＦＩＦＯアクセス
で十分であったとしても、ＳＴＡＴサンプルが到達すると、ＳＴＡＴサンプルが即座に処
理できるように、待ち行列がフラッシュされる必要がある。待ち行列のサンプルはいずれ
も、通常、待ち行列からメイントラックへと放出され、放出されたサンプルは、放出され
たサイドカーへと戻るためにメイントラックを移動しなければならないため、メイントラ
ックではトラック上の個別化点において待ち行列による混雑や長い待ち時間が生じる可能
性がある。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の実施形態は、サンプルを輸送する知能キャリアによって利用するための位置情
報および軌道情報を提供するためのデバイスおよびシステムを提供することによって、上
記の短所および欠点のうちの一つ以上を解消して克服する。この技術は、インビトロ診断
（ＩＶＤ）環境における使用のためのオートメーションシステム内の輸送機構に特に適し
ているが、それに限定はされることはない。
【０００８】
　本発明の実施形態は、双方向トラックにおけるサンプルキャリアの待ち行列を管理する
ための方法およびシステムに関する。待ち行列は、線形ＦＩＦＯ待ち行列として機能する
ことができるか、または、サンプルキャリアを待ち行列から選択的に除去し、再挿入する
ことを可能にするために、一つ以上の格納位置を利用して、待ち行列におけるサンプルへ
とランダムアクセスを提供するために、再ソートすることができ、サンプルキャリアの順
序を再ソートすることが可能となる。
【０００９】
　本発明の一実施形態に従って、自動臨床分析器で利用するためのオートメーションシス
テムは、双方向トラックと、双方向トラックに沿って移動するように構成された複数のサ
ンプルキャリアを含む。少なくとも一つの格納位置は、双方向トラックへとアクセス可能
である。プロセッサは、双方向トラックに沿ってキャリアを方向づけることによって、な
らびに、双方向トラックに対してキャリアの順序を変更するために、格納位置の内外へと
少なくとも一つのサンプルキャリアを方向づけることによって、複数のサンプルキャリア
をソートするように構成される。
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【００１０】
　本発明の一態様に従って、双方向トラックの少なくとも一つの位置は、ピペットにアク
セス可能である。本発明の別の態様に従って、格納位置は、少なくとも一つのサンプルキ
ャリアによって運搬されるサンプルとピペットが接触することを可能にするように構成さ
れる。別の態様においては、プロセッサは、複数のサンプルキャリアをソートするために
、挿入ソートアルゴリズムもしくはヒープソートアルゴリズムを利用するように構成され
る。さらに別の態様においては、少なくとも一つの格納位置は、双方向トラックに沿って
間隔をあけられた複数の格納位置を含む。さらに別の態様においては、プロセッサは、二
つの隣接する格納位置の間の距離よりも長いサンプルキャリアの待ち行列をソートするた
めに、複数の格納位置を使用するように構成される。
【００１１】
　本発明の一態様に従って、プロセッサは、少なくとも一つの格納位置と双方向トラック
の終端との間の距離よりも長いサンプルキャリアの待ち行列をソートするために、複数の
格納位置を使用するように構成される。本発明の別の態様に従い、少なくとも一つの格納
位置は、複数のサンプルキャリアのうちの二つ以上を同時に格納するように構成される。
別の態様においては、少なくとも一つの格納位置は、双方向トラックに対して垂直なトラ
ック区間を含む。別の態様においては、少なくとも一つの格納位置は、トラックのうちの
少なくとも一つの曲線区間を介して、双方向トラックへとアクセス可能な格納領域を含む
。
【００１２】
　本発明の一態様に従い、双方向トラックは、摩擦トラックを含む。別の態様においては
、双方向トラックは、各サンプルキャリアを動かすために電磁コイルを有するトラック区
間を含む。さらに別の態様においては、複数のサンプルキャリアは、独立して移動可能な
ように構成される。
【００１３】
　本発明の別の実施形態に従って、自動化臨床分析器で利用するためのオートメーション
システムで利用するための方法は、（少なくとも一つのプロセッサを利用して）双方向ト
ラック上の待ち行列における複数のサンプルに対するサンプル吸引順序を決定することと
、順序が乱れた待ち行列における少なくとも一つの第一のサンプルを識別することと、（
少なくとも一つの電気信号を介して）第一の格納位置にアクセス可能な双方向トラック上
の物理的位置へと双方向トラックに沿って第一のサンプルを動かすことと、を含む。第一
のサンプルは、第一の格納位置へと動かされ、複数のサンプル内の間隙が、第一の格納位
置にアクセス可能な位置に一致する待ち行列内の第一の予め決められた順序位置に存在す
るように、複数のサンプルのうちの少なくともサブセットは、少なくとも一つの電気信号
を介して動かされる。第一のサンプルは、その後、予め決められた順序位置へと第一の格
納位置から動かされる。
【００１４】
　本発明の一態様に従い、第一のサンプルの体積は、第一の格納位置にある間に、吸引さ
れる。本発明の別の態様に従い、第一のサンプルの体積は、双方向トラック上にある間に
吸引される。別の態様においては、第一のサンプルを識別するステップは、例えば、挿入
ソートアルゴリズムもしくはヒープソートアルゴリズムを実行する少なくとも一つのプロ
セッサによって実施される。
【００１５】
　さらに別の態様においては、方法は、順序が乱れた待ち行列内の第二のサンプルを識別
することと、少なくとも一つの電気信号を介して、第二の格納位置にアクセス可能な双方
向トラック上の物理的位置へと双方向トラックに沿って第二のサンプルを動かすことと、
第二のサンプルを第二の格納位置へと動かすことと、を含む。方法は、さらに、複数のサ
ンプル内の間隙が第二の格納位置にアクセス可能な位置と一致する待ち行列内の第二の予
め決められた順序位置に存在し、第二の予め決められた順序位置へと第二の格納位置から
第二のサンプルを動かすように、複数のサンプルの少なくともサブセットを（少なくとも
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一つの電気信号を介して）動かす。
【００１６】
　本発明の一態様に従い、サンプル吸引の順序を決定するステップは、サンプルの複数の
優先度を考慮することを含む。本発明の別の態様に従い、順序が乱れた待ち行列内の少な
くとも一つの第一のサンプルを識別するステップは、待ち行列の先頭にはないＳＴＡＴサ
ンプルを識別することを含む。
【００１７】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面を参照して行われる例示的な実施形態
の以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の前述のおよび他の態様は、添付の図面に関連して読解されるとき、以下の詳細
な説明から最良に理解される。本発明を例示する目的のために、現在望ましい実施形態が
図面において示されているが、しかしながら、本発明は、開示された特定の手段に限定さ
れることはないことを理解されたい。図面に含まれているのは以下の図である。
【図１】開示されたオートメーションシステムの実施形態の利用によって改善することが
できる例示的な臨床化学分析器構造の上面図である。
【図２Ａ】本明細書で開示されるオートメーションシステムの実施形態で利用することが
できるトラック構造の図である。
【図２Ｂ】本明細書で開示されるオートメーションシステムの実施形態で利用することが
できるトラック構造の図である。
【図３】本明細書で開示された実施形態で使用することができる例示的なモジュールトラ
ック構造の図である。
【図４Ａ】本明細書で開示された実施形態で使用することができる例示的なキャリアの透
視図である。
【図４Ｂ】本明細書で開示された実施形態で使用することができる例示的なトラック構造
の透視図である。
【図４Ｃ】本明細書で開示された実施形態で使用することができる例示的なトラック構造
の上面図である。
【図５】本明細書で開示されたある実施形態で使用することができる内蔵アクティブキャ
リアを含む制御システムのシステムブロック図である。
【図６】ある実施形態におけるサンプルキャリアの操縦用に使用することができる例示的
なトラック構造における例示的なルートの図である。
【図７】本明細書に開示された実施形態で使用できる例示的なオートメーションシステム
キャリアの上面図である。
【図８】従来技術に類似するサイドカーにおけるＦＩＦＯ待ち行列の図である。
【図９】従来技術に類似するサイドカーにおけるカルーセル待ち行列の図である。
【図１０Ａ】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行
列用に使用できる線形トラック構造の図である。
【図１０Ｂ】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行
列用に使用できる線形トラック構造の図である。
【図１１Ａ】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行
列の動作中に生じうる線形トラック構造および状態の図である。
【図１１Ｂ】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行
列の動作中に生じうる線形トラック構造および状態の図である。
【図１１Ｃ】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行
列の動作中に生じうる線形トラック構造および状態の図である。
【図１２】本発明の例示的実施形態において、ランダムアクセスおよびＦＩＦＯ待ち行列
用に使用できる線形トラック構造の図である。
【図１３】本発明の実施形態を利用するときに生じうるサンプル待ち行列内の状態を示す
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。
【図１４】本発明の実施形態を利用するとき、生じうるサンプル待ち行列内の状態を示す
。
【図１５】本発明の実施形態を利用するときに生じうる例示的なトラック内の状態を示す
。
【図１６Ａ】本発明の実施形態を利用するときに生じうる例示的なトラック内の状態を示
す。
【図１６Ｂ】本発明の実施形態を利用するときに生じうる例示的なトラック内の状態を示
す。
【図１７】本発明の実施形態で利用するための例示的なトラックを利用する方法を示すフ
ローチャートである。
【図１８】本発明の実施形態で利用するための例示的なトラックを利用する方法を示すフ
ローチャートである。
【図１９】本発明の実施形態で利用するための例示的なトラックを利用する方法を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
［幾つかの実施形態に関連する用語と概念］
　分析器：自動臨床分析器（“分析器”）は、臨床化学分析器、自動免疫アッセイ分析器
、もしくはその他のタイプのインビトロ診断（ＩＶＤ）試験分析器を含む。概して、分析
器は、複数の患者サンプルに対して自動化された一連のＩＶＤ試験を実施する。患者サン
プルは、分析器に（手動もしくはオートメーションシステムを介して）装填され、分析器
は、その後、各サンプルに対して、免疫アッセイ、化学試験もしくは他の観察可能な試験
のうちの一つ以上を実施することができる。分析器という用語は、モジュール分析システ
ムとして構成される分析器のことを称する可能性があるが、それに限定はされない。モジ
ュール分析システムは、オートメーショントラックなどのオートメーション面によって、
線形もしくは他の幾何学的形状に相互接続された複数のモジュール（同一タイプのモジュ
ールもしくは異なるタイプのモジュールを含む可能性がある）の任意の組み合わせからな
る、一体型の拡張可能システムを含む。幾つかの実施形態においては、オートメーション
トラックは、モジュール間で患者サンプルおよび他のタイプの材料を移動させるために独
立したキャリアが使用される、一体型輸送システムとして構成されてもよい。概して、モ
ジュール分析システムにおける少なくとも一つのモジュールは、分析器モジュールである
。モジュールは、患者サンプルに対して、分析タスクのスループットをより高めるために
、特化されるか、冗長化されてもよい。
【００２０】
　分析器モジュール：分析器モジュールは、患者サンプルに対して免疫アッセイ、化学試
験もしくは他の観察可能な試験などのＩＶＤ試験を実施するように構成されたモジュール
分析器内のモジュールである。典型的には、分析器モジュールは、サンプル容器から液体
サンプルを抽出して、（概して反応器と称される）反応キュベットもしくは反応管内で試
薬とサンプルを合わせる。分析器モジュールにおいて可能な試験は、電解質の分画、腎も
しくは肝機能、代謝、心臓、ミネラル、血液疾患、薬剤、免疫アッセイ、もしくは他の試
験を含むが、そのいずれにも限定はされない。幾つかのシステムにおいては、分析器モジ
ュールは、スループットをより高めるために、特化されてもよいし、または冗長化されて
もよい。分析器モジュールの機能は、モジュールアプローチを利用しないスタンドアロン
分析器によって実施されてもよい。
【００２１】
　キャリア：キャリアは、オートメーションシステムにおいてサンプル容器（および、拡
大解釈した場合には流体サンプル）もしくは他の物品を移動するために使用することがで
きる輸送ユニットである。幾つかの実施形態においては、キャリアは、従来のオートメー
ションパック（例えば、チューブもしくは物品をはめ込むためのホルダ、オートメーショ
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ントラックにおける外部コンベヤベルトが推進力を与えることを可能にするための摩擦表
面、トラックがパックをその宛先へとルーティングすることを可能にするために、パック
をオートメーショントラックにおける壁もしくはレールによって誘導することを可能にす
る複数側面を含む受動デバイス）の様に単純であってもよい。幾つかの実施形態において
は、キャリアは、プロセッサ、モーションシステム、誘導システム、センサなどのアクテ
ィブコンポーネントを含んでもよい。幾つかの実施形態においては、キャリアは、オート
メーションシステムにおける地点間で、キャリアを自己誘導することを可能にする内蔵（
ｏｎｂｏａｒｄ）知能を含む可能性がある。他のキャリアでは推進力がトラックなどのオ
ートメーション面によって提供されるのに対して、幾つかの実施形態においては、キャリ
アが推進力を提供する内蔵コンポーネントを含む可能性がある。幾つかの実施形態におい
ては、キャリアは、決定点間で単一方向（例えば、前後）へと動きを制限するオートメー
ショントラックに沿って動く。キャリアは、サンプルチューブをはめ込んで運搬するため
のチューブホルダを有するなどＩＶＤ環境における所定の積載量に特化されてもよいし、
または、オートメーションシステム周囲の異なる物品を運搬するのに適した搭載表面を含
んでもよい。キャリアは、一つ以上のスロットを含むように構成することができる（例え
ば、キャリアは、一つもしくは複数のサンプル容器を保持してもよい）。
【００２２】
　中央コントローラもしくはプロセッサ：中央コントローラ／プロセッサ（ときには中央
スケジューラと称されることがある）は、オートメーションシステムの一部であって、プ
ロセッサ内蔵キャリアのいずれとも別のプロセッサである。中央コントローラは、キャリ
ア用のトラフィック方向、スケジューリングおよびタスク管理を容易にすることができる
。幾つかの実施形態においては、中央コントローラは、オートメーションシステムにおけ
るサブシステムと通信し、キャリアと無線通信をすることができる。これは、キャリアに
対して、軌道や操作に関する情報もしくは命令を送信することと、どのキャリアがいつ、
どこへ移動するべきかを決定することをも含んでもよい。幾つかの実施形態においては、
ローカルプロセッサにトラックの区間上にあるキャリアの局所的な管理を担当させて局所
的な待ち行列を管理するなどさせてもよい。これらのローカルプロセッサは、局所的には
中央コントローラと同等のものとして機能してもよい。
【００２３】
　決定点（ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）：決定点は、異なるキャリアに対して異なる
操作や軌道決定がなされることがある、オートメーショントラックの地点である。よくあ
る例としてトラック内の分岐点（ｆｏｒｋ）がある。あるキャリアは、方向を変えること
なく進むが、別のキャリアは、減速して方向を変える。決定点は、幾つかのキャリアは停
止するが他のキャリアは進行することがある、器具における停止点を含んでもよい。幾つ
かの実施形態においては、方向を変える前の減速領域は決定点としての機能を果たし、方
向を変えるキャリアは横力を制限するために減速させ、他のキャリアは、方向を変えない
、もしくは当該キャリアのモーションプロファイルが減速することを必要としない場合に
は進行してもよい。決定点においてなされる決定は、実施形態に応じて、プロセッサ内蔵
キャリア、トラック区間を担当するローカルプロセッサ、中央プロセッサもしくはその任
意の組み合わせによって行われる可能性がある。
【００２４】
　独立キャリア：幾つかの実施形態においては、キャリアは独立して制御されるキャリア
として特徴づけられてもよい。独立して制御されるキャリアは、独立して制御される軌道
を有するキャリアである。幾つかの実施形態においては、キャリアが一つもしくはサイズ
、重量、フォームファクタおよび／もしくは内容の異なる積載物を複数組み合わせたもの
を運搬している状況で、独立キャリアは同一トラック上で同時に動作してもよい。各独立
して制御されるキャリアの軌道は、オートメーションシステム内で移動中の当該キャリア
に対する最大加加速度（ｍａｘｉｍｕｍ　ｊｅｒｋ）、加速度、方向および／もしくは速
度を含むモーションプロファイルによって制限され得る。モーションプロファイルは、各
キャリアに対する軌道を独立して制限または規定することができる。幾つかの実施形態に
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おいては、モーションプロファイルは、オートメーションシステムの異なる区間（例えば
、直線のトラック区間に対し、方向を変える際に付加される横力を生じさせるカーブ付近
）、異なるキャリア状態（例えば、空のキャリアはサンプルを輸送するキャリアや試薬も
しくは他の品を輸送するキャリアとは異なるモーションプロファイルを有することがある
）、および／もしくは異なるキャリアによって異なる可能性がある。幾つかの実施形態に
おいては、キャリアは、モーションプロファイルまたはそれぞれのキャリアに向けた軌道
もしくは宛先命令に応じて、個々のキャリアに独立して動作させる内蔵推進コンポーネン
トを含むことができる。
【００２５】
　知能キャリア／半自律キャリア：幾つかの実施形態においては、キャリアは、知能キャ
リアとして特徴づけられてもよい。知能キャリアは、動作、ルーティングもしくは軌道決
定に寄与する内蔵回路を有するキャリアである。知能キャリアは、オートメーション表面
に沿って進行するためのソフトウェア命令をその命令に応じて実行するデジタルプロセッ
サ、または動作入力に応答する内蔵アナログ回路（例えば、ラインフォロワ回路）を含む
ことができる。命令は、モーションプロファイル、トラフィック、もしくは軌道ルールを
特徴づける命令を含んでもよい。幾つかの知能キャリアは、内蔵プロセッサがキャリアの
環境に応じてキャリアをルーティングするか決定を行うことを支援するための内蔵センサ
も含んでもよい。幾つかの知能キャリアは、内蔵プロセッサの制御に応じてキャリアを動
かすことを可能にする、モータもしくは磁石などの内蔵コンポーネントを含んでもよい。
【００２６】
　インビトロ診断（ＩＶＤ）：インビトロ診断（ＩＶＤ）は、疾病、状態、感染、代謝マ
ーカを検出でき、体内物質／体液の種々の成分を定量化することができる試験である。こ
れらの試験は、患者の生体外で行われ、研究室、病院、診療所、もしくは他の医療関連施
設において実施される。ＩＶＤ試験は、概して、試験管もしくは他のサンプル容器、より
一般的には生体外の制御された環境におけるアッセイからの診断を実施することを意図さ
れた医療デバイスを利用する。ＩＶＤは、患者の流体サンプルに実施されるアッセイに基
づいて、試験および疾病の診断もしくは体内物質／体液の種々の成分を定量化することを
含む。ＩＶＤは、患者の体液もしくは膿瘍から採取された液体サンプルの分析によって実
施できる、患者の診断および治療に関連する種々のタイプの分析試験およびアッセイを含
む。これらのアッセイは、典型的には、患者のサンプルを含むチューブもしくはバイアル
が装填された分析器で実施される。ＩＶＤとは、本明細書に記載のＩＶＤの機能性のいか
なる一部をも示し得る。
【００２７】
　ランドマーク：キャリアが内蔵センサを含む実施形態においては、トラック表面から視
認できる／検知できるトラック表面もしくは位置における光学式もしくは他のマークは、
ランドマークとして機能する。ランドマークは、現在位置、近づいてくる停止位置、決定
点、方向転換、加速／減速点など、キャリアに対する地理的情報を伝送することができる
。
【００２８】
　ラボラトリーオートメーションシステム：研究室オートメーションシステムは、研究室
環境内でサンプル容器もしくは他の物品を自動的に（例えば、オペレータもしくはソフト
ウェアの要求で）動かすことができる任意のシステムを含む。分析器に関連して、オート
メーションシステムは、分析器内のステーションへ、ステーションから、ステーション同
士で、もしくはステーション間で容器もしくは他の物品を自動的に動かしてもよい。これ
らのステーションは、モジュール試験ステーション（例えば、あるタイプのアッセイに特
化されるか、さもなければ、より大きい分析器へと試験サービスを提供することができる
ユニット）、サンプル取扱ステーション、保存ステーションもしくは作業セルを含むが、
そのいずれにも限定はされない。
【００２９】
　モジュール：モジュールは、モジュール分析システム内の特定の（複数の）タスクもし
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くは（複数の）機能を実施する。モジュールの例には、分析試験用にサンプルを準備する
分析前モジュール（例えば、サンプル試験チューブの頭部上のキャップを除去するデキャ
ッパモジュール）、サンプルの一部を抽出して、試験もしくはアッセイを実施する分析器
モジュール、分析試験後の保存用にサンプルを準備する分析後モジュール（例えば、サン
プル試験チューブを再封（ｒｅｓｅａｌ）するリキャッパモジュール）、またはサンプル
取扱モジュールを含んでもよい。サンプル取扱モジュールの機能は、在庫管理の目的でサ
ンプルコンテナ／容器を管理すること、分類すること（ｓｏｒｔｉｎｇ）、サンプルコン
テナ／容器をオートメーショントラック（一体型輸送システムを含んでもよい）内外へ動
かすこと、サンプルコンテナ／容器を別のラボラトリーオートメーショントラック内外へ
動かすこと、ならびにトレイ、ラック、キャリア、パックおよび／もしくは保存位置内外
へサンプルコンテナ／容器を動かすことを含んでもよい。
【００３０】
　ペイロード：例示的なキャリアは患者サンプルを運搬することに関連して記述されるが
、幾つかの実施形態においては、キャリアは、他の合理的な積載物（ｐａｙｌｏａｄ）を
オートメーションシステムにわたって輸送するために利用することができる。これには、
流体、流体容器、試薬、廃棄物、使い捨て製品、部品もしくは他の適切な積載物を含んで
もよい。
【００３１】
　プロセッサ：プロセッサは、一つ以上のプロセッサおよび／もしくは関連するソフトウ
ェアおよび処理回路のことを称することがある。これは、各実施形態において前述された
処理機能を実現するため適切なシングルもしくはマルチコアプロセッサ、単一もしくは複
数のプロセッサ、埋め込み型システム、もしくは分散型処理アーキテクチャを含んでもよ
い。
【００３２】
　プルアウト、サイドカー、分岐経路：これらの用語は、トラックシステムの主要部分以
外のトラック区間のことを称するために使用されてもよい。プルアウトもしくはサイドカ
ーは、弦（ｃｈｏｒｄ）、並行トラック、もしくは主要な経路パターンから幾つかのキャ
リアを分離するための他の適切な手段を含んでもよい。プルアウトもしくはサイドカーは
、メインのトラック区間の流れを中断することなく、待ち行列をつくることを物理的に容
易にするか、あるキャリアが停止するか減速することを可能にするように構成されてもよ
い。
【００３３】
　サンプル：サンプルは、患者（人間もしくは動物）から採取された流体もしくは他のサ
ンプルのことを称し、血液、尿、ヘマトクリット、羊水、またはアッセイもしくは試験を
実施するのに適した他の流体を含んでもよい。サンプルは、ときには、校正流体（ｃａｌ
ｉｂｒａｔｉｏｎ　ｆｌｕｉｄ）もしくは他の患者サンプルを処理するうえで分析器を支
援するために使用される他の流体のことを称することがある。
【００３４】
　ＳＴＡＴ（ｓｈｏｒｔ　ｔｕｒｎａｒｏｕｎｄ　ｔｉｍｅ）サンプル：サンプルは、分
析器内の非ＳＴＡＴサンプルより先行させるべきサンプルをＳＴＡＴ優先とするために、
研究室情報システム（ＬＩＳ）もしくはオペレータによって割り当てられた異なる優先度
を有してもよい。賢明な方法で利用されると、これによって、あるサンプルの試験過程を
他のサンプルよりも迅速に進めることが可能になり、医師もしくは他の医療関係者が試験
結果を迅速に受け取ることができる。
【００３５】
　ステーション：ステーションは、モジュール内で特定のタスクを実施するモジュールの
一部を含む。例えば、分析器モジュールと関連付けられたピペッティングステーションは
、一体型輸送システムもしくは研究室オートメーションシステム上のキャリアが運搬する
サンプルコンテナ／容器からサンプル流体をピペット操作（ｐｉｐｅｔｔｉｎｇ）して取
り出すために使用される。各モジュールは、モジュールに対して機能性を追加する一つ以
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上のステーションを含むことができる。
【００３６】
　ステーション／モジュール：ステーションは、分析器内の特定のタスクを実施する分析
器の一部を含む。例えば、キャッパ／デキャッパステーションは、サンプル容器からキャ
ップを着脱したりする。試験ステーションは、サンプルの一部を抽出して、試験もしくは
アッセイを実施することができる。サンプル取扱ステーションは、サンプル容器を管理し
、サンプル容器をオートメーショントラック内外へと動かし、保存位置もしくはトレイ内
外へとサンプル容器を動かすことができる。ステーションは、モジュールであってもよく
、ステーションをより大きい分析器に加えることができる。各モジュールは、分析器に機
能性を追加する一つ以上のステーションを含み、分析器は一つ以上のモジュールで構成さ
れてもよい。幾つかの実施形態においては、モジュールは、複数のモジュールおよび／も
しくはステーションをリンクしうるオートメーションシステムの一部を含むか、または、
オートメーションシステムから分離されてもよい。ステーションは、特定のタスクを実施
するための一つ以上の器具を含んでもよい（例えば、ピペットは、免疫アッセイステーシ
ョンで使用されてオートメーショントラック上のサンプルと接触しうる器具である）。特
に指定のない限り、モジュールとステーションの概念は、ほぼ同じ意味で用いられてもよ
い。
【００３７】
　チューブ／サンプル容器／流体容器：キャリア表面を汚染することなくキャリアがサン
プルを輸送できるように、サンプルは、試験管もしくは他の適切な容器などの容器で運搬
されてもよい。
【００３８】
［例示的実施形態］
　本明細書で開示される自動臨床化学分析器（分析器）内の待ち行列を処理するための改
良された例示的装置および方法のうちのいくつかを利用することにより、従来技術におけ
る幾つかの問題点の解決または解消が可能になる。つまり、サンプルキャリアを含むトラ
ックに隣接する格納位置を提供すれば、ＦＩＦＯ方式の待ち行列を使用してもサンプルに
ランダムアクセスすることが可能となる。サンプルの移動に使用されるトラックは待ち行
列内に含まれるサンプルを保持していることにもなるため、サンプルを処理するために必
要とされる空間を特定の従来技術の機構よりも減らすことが可能となる。つまり、待ち行
列用に必要とされるトラック空間の大きさは、待ち行列内のサンプル数に対して正比例す
る。カルーセルタイプの装置を用いたランダムアクセス待ち行列を実装する従来技術の機
構は、より大きな空間を必要とする。なぜなら、必要とされる空間の大きさは待ち行列に
含まれるサンプル数の二乗に比例して増加するからである。さらには、トラックは、サン
プルを輸送するために既に使用されているため、待ち行列を処理するために必要となり追
加される空間は僅かですむ。待ち行列を保持するトラックは、メイントラックもしくはサ
イドカー／プルアウトなどのサイドトラックとして機能するトラック区間を含む任意の適
切なトラック区間である可能性がある。
【００３９】
　分析器内でサンプルの輸送に使用されるトラック構造の従来技術の構成において典型的
な例を図１に示す。このトラックには、トラックシステムを設計するうえでの問題を起こ
しうる、従来技術の摩擦トラックが含まれる可能性がある。本発明のある実施形態に同様
の構造を利用することもできるが、動作用に摩擦トラックを必ずしも使用することはない
。トラック１００は、ほぼ楕円形状のトラックであり、サンプル準備ステーションや分析
／試験ステーション１１０、１２０および１３０などの種々のステーション間をパックも
しくはトレイでサンプルを運ぶことができる。トラック１００は、単一方向のトラックで
あるか、幾つかの例においては、線形の双方向トラックである。この例示的構成において
は、各分析器１１０、１２０、１３０には、其々サイドカー１１２、１２２、１３２が使
用される。トラック１００と各サイドカーの分岐合流点には、サンプルをトラック１００
からサイドカーへと向かわせるゲートもしくはスイッチが配置される。トラック１００の
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楕円の特性は、各分析器に対するアクセスを待つ間、サンプルを循環させるために用いる
ことができる。例えば、分析器１１０においてサイドカー１１２が待ち行列で一杯になっ
てしまい、分析器１１０がサイドカー１１２上で保留になっているサンプルを処理し終え
てトラック１００上の本流（ｍａｉｎ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｆｌｏｗ）に戻すまでプルアウ
ト１１２へ新たにサンプルを引き入れられないという場合がある。
【００４０】
　従来技術のシステムにおいては、各サイドカーに、サンプルプローブアーム１１４、１
２４および１３４などの取り扱い機構が使用されることがある。これらのロボット的取扱
アームは、プローブ針を介してサイドカー内のサンプルからサンプル物質を吸引したり、
サイドカーからサンプルチューブを取り出して対応する試験ステーションへと輸送したり
することができる。この例示的システムにおいて、利用可能な試験ステーションには、免
疫アッセイステーション１１０、小規模化学ステーション１２０および拡張可能な希釈／
ＩＳＥ電解質および大規模化学ステーション（もしくは複数のステーション）１３０があ
る。この方法の利点として、トラック１００は自己完結型ステーションに加えられるよう
な分離したラボラトリーオートメーションシステムの一部であって、トラック１００およ
びステーション１１０、１２０、および１３０を単独でアップグレード、購入もしくは使
用することができるという点などがある。大規模化学ステーション１３０などのステーシ
ョンには、トラック１００と独立して動作する専用の摩擦トラック１３６を含むものもあ
る。摩擦トラック１３６は、大規模化学ステーション１３０のサブモジュール間でサンプ
ルを移動させる双方向摩擦トラックを含み得る。このタイプのシステムの欠点は、別々の
摩擦トラックは独立して動作し、オートメーション全体の制御がより複雑になる点である
。さらには、摩擦トラック１３６と１００の間の移行には、特に二つの摩擦トラック間を
直結するルートが存在しない場合、時間がかかりかつ面倒になる可能性がある。幾つかの
システムにおいては、トラック間での移動に、ロボットアームを介してサンプルを持ち上
げたり設置したりすることが必要となることがある。
【００４１】
　従来技術の分析器用研究室オートメーションシステムは、概して個々の分析器試験ステ
ーションをトラック上のサンプル用の汎用の宛先として扱う。本発明の幾つかの実施形態
においては、研究室オートメーションシステムは、個々の試験ステーション内に統合する
ことができ、個々の試験ステーションの複雑性を実質的に軽減するか排除し、各ステーシ
ョン内でサンプル取扱システムを分離する必要性を減少させる。幾つかの実施形態におい
ては、研究室オートメーションシステムをステーションへと統合することによって、シス
テムは、汎用宛先としてよりは、サンプルが移動することができるマルチルートトラック
の一部として、個々のステーションの扱いを開始することができる。
【００４２】
　図２Ａは、本発明での使用のために適応することができるトラックシステムの一実施形
態を示す。トラック１５０は、時計回り（もしくは反時計回り）方向にサンプルキャリア
が移動する長方形／楕円／円形トラックである。トラック１５０は、一方向であってもよ
いし、双方向であってもよい。キャリアは、流体サンプル、試薬もしくは廃棄物など、あ
らゆる適切なペイロードをＩＶＤ環境内で輸送することができる。患者サンプルなどの流
体は、試験管、バイアル、キュベットなど、キャリアによって輸送できる容器もしくは器
に配置することができる。キャリア（拡大解釈すると、サンプルなどのペイロード）は、
メイントラック１５０上を移動することができるか、１６４もしくは１６６などの決定点
を経て方向転換することができる。これらの決定点は、（従来技術と同様に）機械的ゲー
トであるか、メイントラック１５０から本明細書に記載されるような１６０、１６０Ａ、
１６０Ｂ、１６０Ｃなどのサイドカーへとサンプルを方向転換させるのに適切な他の機構
とすることができる。例として、あるサンプルキャリアがメイン経路１５０を移動して、
決定点１６６に到達する場合、サンプルキャリアは、セグメント１６２へとメイントラッ
ク上にあり続けてもよいし、またはサイドカー１６０へと方向転換させてもよい。決定点
１６６においてサンプルキャリアを方向転換するための決定がなされるシステムおよび方
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法を記載する。
【００４３】
　図２Ｂは、本発明のある実施形態用に適した別のトラックレイアウトを示す。トラック
１７０もほぼ円形のトラックであり、サンプルキャリアは、時計周り（もしくは反時計回
り）に移動する。本実施例においては、トラック外にサイドカーを有するのではなく、ト
ラック内の弦となるプルアウト１８０、１８０Ａおよび１８０Ｂがある。同様に、サンプ
ルキャリアが決定点に到達すると、メイン経路から経路１８０などのサイド経路へと方向
転換してもよい。決定点１８６において、メイントラック１７０上のサンプルは、メイン
トラック上にあり続けてもよいし、経路１８０へと方向転換されてもよい。いったん取扱
経路１８０に沿った分析器ステーションがサンプルの処理を終えると、サンプルは、決定
点１８４へと進み、メイン経路１７０へと戻される。
【００４４】
　図３は、本発明のある実施形態で利用することができるオートメーションシステムトラ
ックに対するモジュールアプローチを示す。本実施例においては、トラックを個々の分析
器ステーションへ統合し、トラックが個々の研究室ステーションの内部作動もしくはサン
プル取扱システムの一部として使用されるようにしてもよい。従来技術においては、異な
る分析器／試験ステーション内に複数の異なるタイプの作動システムを有することがよく
ある。例えば、幾つかのステーションは、サンプルチューブのパックもしくはトレイを往
復させるための摩擦トラックを含み、サンプルの一部を吸引して分注できるキュベットお
よび反応容器などのより小さい器を含むカルーセルを含んでもよい。幾つかの実施形態に
おいては、トラックシステムの一部を分析ステーション自体へと統合することによって、
各ステーションが、独自の待ち行列論理を含み、不必要な内部作動システムを排除するた
めに簡略化されてもよい。
【００４５】
　図３を参照すると、トラック２００は、分析器モジュールに統合されるモジュールコン
ポーネントへと分解できる。本例示的トラックにおいては、モジュール２０５、２０５Ａ
および２０５Ｂを互いに組み合わせ、任意で、他のモジュールトラックコンポーネント２
０２および２０４とも組み合わせて図２Ｂに示されたトラックと類似のトラックを形成す
ることができる。例えば、２０５Ａは、免疫アッセイ１１０（図１）と同一の機能を果た
すモジュールであって、２０５は、小型化学モジュール１２０（図１）と同一の機能を果
たすモジュールであって、２０５Ｂは、モジュール１３０（図１）のようにＩＳＥ電解質
試験を実施するモジュールとすることができる。この例では、トラックセグメント２０２
、２０４、２０６、２０６Ａ、２０６Ｂ、２０８、２０８Ａおよび２０８Ｂによって外部
メイントラックを形成することができる。分析器モジュール２０５、２０５Ａおよび２０
５Ｂ内で、内部経路２１０、２１０Ａおよび２１０Ｂは、メイントラックからのプルアウ
トを形成する。内部経路は、内部待ち行列用に用いられ、各モジュールが処理されるサン
プルをよりうまく制御できるように、各分析器モジュール内で別々に管理され得る。
【００４６】
　トラック２００ならびにサブ経路２１０、２１０Ａおよび２１０Ｂを其々分析器モジュ
ール２０５、２０５Ａおよび２０５Ｂへと統合する利点の一つは、各分析器モジュール内
の内部取り扱い機構をトラックサブ経路とより良好に連携するように特別に適応させるこ
とができることである。幾つかの実施形態においては、モジュール２０５、２０５Ａおよ
び２０５Ｂは、分析器全体の動作サイクルよりも短い期間内に各サンプルを処理するよう
に適応することができるため、サンプルを処理後にトラックシステムに沿って別のモジュ
ールへとルーティングするのに十分な時間が残り、他のモジュールは次の動作サイクルで
そのサンプルを即座に処理することができる。本明細書で用いられるように、動作サイク
ルは、サンプルアッセイ用にモジュールに処理時間を割り当てるスケジューリングアルゴ
リズムで用いられる単位時間である。これらは動的であってもよいし、固定されてもよく
、分析器内のモジュールに同期動作をさせ、分析器内の複数モジュール間でサンプルをス
ケジューリングするための信頼できるタイミングモデルを提供することができる。動作サ
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イクル時間は、最初のサンプルの処理開始時刻から想定内の定常状態条件下で別のサンプ
ルを処理する準備ができた時刻までに、任意のモジュールが必要とする時間として選択し
てもよい。例えば、分析器が３秒毎に１試験を処理でき、サンプルあたりの予測される平
均試験は７回である場合、動作サイクル時間は２１秒とすることができる。サンプルあた
りの試験回数が予測される回数から変化するとしても、個々のモジュールは、スループッ
トを最大化するために、並列処理もしくは１サイクル内で複数のサンプルを処理するなど
の効率化技術を実施することができることを理解されたい。さらには、幾つかの実施形態
においては、個々のモジュールは異なる動作サイクル時間を有し、これらのモジュール同
士は実質的に非同期的に動作することができることを理解されたい。サイクル時間や要求
がモジュール間で異なる場合、仮想待ち行列もしくはバッファを、サンプルスケジューリ
ングの管理を支援するために使用することができる。
【００４７】
　安定したタイムフレーム、およそ１動作サイクル以下、で分析器内のモジュール間の通
過を可能にすることで、従来技術のトラックシステムで不可能だった多くの性能的な優位
性を達成することができる。あるサンプルが分析器の単一サイクル内に分析器モジュール
によって確実に処理されて次の分析器モジュールへと輸送することが可能な場合、待ち行
列ができた際の流れの処理は、より単純になり、スループットはより安定し、かつレイテ
ンシーは制御されて減少する可能性がある。本質的に、当該分析器においては、サンプル
はトラックシステムによって確実に処理され、1つのサンプルも無為にトラックシステム
上で待ち行列で待機していないように一律に処理することができる。さらには、任意の分
析器モジュール内の待ち行列など、システム内の待ち行列は、システム内のモジュールの
数によって制限されて確実に短縮され得る。
【００４８】
　本発明の幾つかの実施形態においては、トラックシステムの確実かつ迅速な特性は、待
ち行列が物理的ではなく仮想的であることを可能とする。仮想待ち行列は、物理的制限に
よってではなく、ソフトウェアで扱うことができる。従来、待ち行列は物理的であった。
最も単純な物理待ち行列は、サンプル処理動作のある部分における事実上の交通渋滞であ
る。ボトルネックによってファストインファストアウト（ＦＩＦＯ）待ち行列が生成され
、そこでサンプルキャリアを一列にして事実上停止させて、準備が整い次第分析器もしく
は決定点が待ち行列内の次のサンプルを要求できるようにバッファを提供する。ほとんど
の従来技術の研究室オートメーショントラックは、付属モジュール（分析器もしくは前／
後分析デバイス）による処理待ちのサンプルをバッファするために、ＦＩＦＯ方式の処理
待ち行列を保持する。モジュールもしくはオペレータの要求によって需要が急増したとし
ても、これらのバッファによってトラックは一定の速度でサンプルチューブを処理するこ
とが可能となる。例えば、現在のサンプルの処理中にキュベットを準備したり試薬を吸引
したりする等、後のサンプルの前処理タスクを個々のモジュールに実施させることにより
、ＦＩＦＯ待ち行列は、個々のモジュールのスループットを実質的に増加させることもで
きる。ＦＩＦＯ待ち行列によって確実に予測可能となることによって、幾つかの処理タス
クを並列化することが可能となるが、リソースを最適化するために、サンプルに対する試
験を再順序付けすることによって、モジュールが場当たり的なスケジューリングを用いる
ことを防止でき、スループットを増加させることができる。例えば、ほとんどの免疫アッ
セイ分析器の内部リソース競合は非常に複雑であるため、分析器は、最大効率を達成する
ために、複数のサンプルから試験をインターリーブする必要がある。ＦＩＦＯ待ち行列に
よってこれらの分析器のスループットは２０％程度減少する可能性がある。ＦＩＦＯ待ち
行列の別の問題点として、優先度を有するサンプル（例えば、ＳＴＡＴサンプル）を処理
する能力がないことがある。ＳＴＡＴサンプルを即座に処理する必要がある場合、ＦＩＦ
Ｏ待ち行列全体がフラッシュされメイントラック上へ戻されなければならず、トラック上
の他のサンプル全てを遅延させ、元のモジュールにその待ち行列をゆっくりと再構築させ
ることとなる。
【００４９】
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　もう一つのタイプの待ち行列は、ランダムアクセス（ＲＡ）待ち行列である。カルーセ
ルは、分析器モジュールにある物理的ランダムアクセス（ＲＡ）待ち行列の一例である。
サンプルを一部ずつカルーセルリング内の一つ以上の容器内に分けることによって、分析
器モジュールは、分析器内で処理する複数のサンプルのうちいずれかをいつでも選択する
ことができる。しかしながら、カルーセルは、複雑性、サイズおよびコストを増大させる
などの多くの欠点を有する。カルーセルは、定常状態処理時間も増加させる。なぜなら、
サンプルをランダムアクセス待ち行列の内外へと移動させなければならないからである。
処理遅延は、カルーセル内の配置数などの実装に依存する。一方で、サンプルに対してラ
ンダムアクセスを有することによって、モジュール内のローカルスケジューリング機構は
、所望の任意の順序でサブステップを実施してサンプルを並行処理することができる。
【００５０】
　幾つかの実施形態においては、モジュールからカルーセルもしくは他のＲＡ待ち行列を
除いて、オートメーションシステムのサブ経路（例えば２１０）をＲＡもしくはＦＩＦＯ
待ち行列の一部として使用することができる。即ち、任意の二点間のサンプルの移動時間
がカルーセルの移動時間に類似する（動作サイクルの一部よりも短いと予想される）既知
の時間に限定することができる場合、トラック２００を、任意のモジュールにおいて待ち
行列の一部とすることができる。例えば、カルーセルを利用するのではなく、モジュール
２０５は、サブ経路２１０上のキャリアのサンプルを利用することができる。試薬準備な
どの前処理ステップは、試験対象サンプルの到着前に実施できる。いったん試験対象サン
プルが到着すると、サンプルの一以上の部分は吸引され、アッセイ用にキュベットもしく
は他の反応容器内に入れられる。幾つかの実施形態においては、これらの反応容器は、モ
ジュール２０５内でトラックの外に格納され、他の実施形態においては、これらの反応容
器は、動作を容易にするために、サブ経路２１０上のキャリア内に配置することができる
。試験対象サンプルが、動作サイクルよりも長い間モジュールに留まる必要がある場合、
もしくは１動作サイクル中に複数サンプルがモジュールによって処理される場合、サブ経
路２１０は、そのモジュールの待ち行列として機能することができる。
【００５１】
　さらには、他のモジュールにありまだ試験対象となっていないサンプルを、次の動作サ
イクルのスケジュールに入れることができる。これらの次のサイクルのサンプルは、モジ
ュール２０５用の仮想待ち行列内に存在するものとして考えることができる。モジュール
は、トラック２００上の任意のサンプルについて、ある動作サイクル中にサンプルが到着
するようにスケジュールを組むことができる。中央コントローラもしくはモジュール自身
に関連付けられた複数のコントローラは、あるサイクル中に、1つのサンプルに対して任
意の競合が起こることを解決することができる。サンプルの到着時間の情報を予めモジュ
ールに与えることによって、各モジュールはリソースを準備して、内部リソースをより効
率的に割り当てるために試験もしくは試験の一部をインターリーブすることができる。こ
の方法においては、モジュールは、大きな物理的バッファを利用することによってではな
く、ジャストインタイム方式でサンプルに対して動作することができる。効果として、所
定のモジュールに対する仮想待ち行列は、当該モジュール用のサブ経路の物理容量よりも
非常に大きくなる可能性があり、既存のスケジューリングアルゴリズムを使用できること
がある。事実上、各モジュールは、従来技術のモジュールにおいてサンプルカルーセルを
扱うようにトラック２００を扱うことができる。
【００５２】
　仮想待ち行列を使用することによって、幾つかの実施形態においては、複数モジュール
は複数の待ち行列を有することもできるし、一つの待ち行列を共有したり、一つの待ち行
列内のサンプルを共有したりすることができることを理解されたい。例えば、二つのモジ
ュールがある一つのアッセイを実施するようになっている場合、アッセイを必要とするサ
ンプルは、当該アッセイの仮想待ち行列に割り当てられ、アッセイを処理可能な二つのモ
ジュール間で共有される。これによって、モジュール間の負荷のバランスがとれ、並列処
理を容易にすることができる。反応容器がトラック２００上のキャリア内に配置される実
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施形態においては、アッセイは、あるモジュール（例えば、試薬が準備されたおよび／も
しくはサンプルが混ぜられた）で開始され、当該アッセイは別のモジュールで完了するこ
とができる（例えば、反応が別のモジュールで観察される）。幾つかの実施形態において
は、複数のモジュールは、事実上、サンプルを扱うためのマルチコアプロセッサとして考
えることができる。これらの実施形態において、複数のモジュール用のスケジューリング
アルゴリズムは、ある動作サイクル中にサンプルが競合することを回避するように調整さ
れるべきである。
【００５３】
　仮想待ち行列を使用することによって、サンプルが他のモジュールの仮想待ち行列内に
ある間に、モジュールはそのサンプルに対して動作できる。これによって、サンプルのレ
イテンシーを低くおさえられる。なぜなら、トラック２００上に配置される各サンプルを
、物理待ち行列で待機させることなく、モジュールが試験を完了するのと同じくらい迅速
に処理できるからである。これによって、任意の時間におけるトラック２００上でサンプ
ルキャリアの数を大きく減少させ、安定したスループットを可能とする。待ち行列もしく
はサンプルをモジュール間で共有させることによって、負荷バランスを用いて、システム
のスループットを最大化することもできる。
【００５４】
　仮想待ち行列を利用する別の利点は、ＳＴＡＴサンプルに対して動的な優先度の割り当
てが可能になることである。例えば、大部分が静的な物理待ち行列の先頭へと、ＳＴＡＴ
サンプルを飛び越えるために物理的バイパスを使用しなければならないのではなく、ＳＴ
ＡＴサンプルは、ソフトウェア内の次の動作サイクルの待ち行列の先頭に移動させること
ができる。例えば、次の動作サイクル中にトラック２００によって３つのサンプルがアッ
セイ用に送達されることをモジュールが予測している場合、そのモジュールへとサンプル
を割り当てる担当のスケジューラは、一つ以上のサンプルとＳＴＡＴサンプルを単に置き
かえればよく、次の動作サイクル中に処理するためのＳＴＡＴサンプルをトラック２００
に送達させることができる。
【００５５】
　幾つかの実施形態では仮想待ち行列が使用できるが、幾つかの実施形態においては、分
析器の少なくとも一部に対して物理待ち行列を用いる。例えば、分析器用のピペットを提
供するサブ経路は、サンプルがピペットとの接触を待つため当該サブ経路上に物理待ち行
列ができることがある。この待ち行列の管理には、仮想化することが含まれ、物理バッフ
ァとしてサブ経路のトラックを利用することも含まれ得る。この物理バッファは、本明細
書で説明されたように、ＦＩＦＯ待ち行列を含み得るし、待ち行列を保持するトラックに
アクセス可能な格納位置を利用することによって、ランダムアクセス方式で動作すること
もできる。この待ち行列の仮想化は、モジュール間のサンプルの相互関係を管理するため
に役立たせることができる。しかしながら、分析器内のサンプルの物理的管理を可能とす
るために、特定のトラック区間上では物理バッファを使用することも可能である。物理待
ち行列としてトラック区間を利用することによって、これらの物理待ち行列は、サンプル
の保存空間を追加する必要なくより大きい仮想待ち行列の一部として管理することができ
る。物理待ち行列を利用することによって、トラックは、サンプル用の輸送機構として機
能することができるとともに、ピペットでサンプルが吸引されないときには、サンプルの
物理的な保存場所としても機能することができる。
【００５６】
　２１４および２１６などの決定点を能率化して各決定点において待ち行列を不要とでき
る場合、物理待ち行列はサブ経路２１０、２１０Ａおよび２１０Ｂ内にのみ形成され得る
。上述されたように、これらは、ＲＡ待ち行列もしくはＦＩＦＯ待ち行列として扱われる
。ＳＴＡＴサンプルがトラック２００上に置かれた場合、このＳＴＡＴサンプルは即座に
処理できるため、サブ経路２１０、２１０Ａおよび２１０Ｂ内のＲＡ待ち行列は、フラッ
シュされる必要がない。ＦＩＦＯ待ち行列はいずれも個々にフラッシュされることとなる
。例えば、ＳＴＡＴサンプルが区間２２２においてトラック２００上に置かれる場合、サ
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ンプルは、外側トラックおよび決定点２１６を介して、該当する分析器２０５Ｂへとルー
ティングされることとなる。経路２１０Ｂにおける待ち行列で待機している他のサンプル
（および、拡大解釈すると、それらのサンプルを輸送するサンプルキャリア）がある場合
、ＳＴＡＴサンプルを優先させるために、待ち行列内のサンプルのみ、フラッシュする必
要がある。外側トラック２００が動作サイクル以下の時間で周回すると仮定される場合、
２１０Ｂにおける待ち行列からフラッシュされたサンプルはいずれも、トラック周囲を単
に循環してすぐに経路２１０Ｂにおける待ち行列へと戻りＳＴＡＴサンプルのすぐ後ろに
置かれることとなり、ＳＴＡＴサンプルが原因で発生するダウンタイムをなくすことがで
きる。
【００５７】
　進入経路２２０および２２２は、トラック２００にサンプルを投入するために使用する
ことができる。例えば、通常の優先度を有するサンプルは、入力２２０においてトラック
２００上に置かれ、ＳＴＡＴ優先度を有するサンプルは、入力２２２においておくことが
できる。これらの投入物は、完了するとサンプルの産出物として使用されるか、または、
使用したサンプルの排出経路として（図示されていない）他のポートを使用することがで
きる。入力２２０は、トラック２００に対するアクセスを求める入力サンプルのＦＩＦＯ
待ち行列の役割を果たす入力バッファとして実現することができる。サンプルが入力２２
０の待ち行列の先頭に到達すると、（キャリア内に配置されるか、またはキャリアが入力
２２０内に配置されたときそのキャリア内に配置されることによって）サンプルをトラッ
クへ移動させることができる。ＳＴＡＴサンプルは、入力２２２に配置された直後にトラ
ック２００に進入でき、トラック２００が混雑している場合には、ＳＴＡＴサンプルは、
次の利用可能で空いている動作サイクルでトラックに進入することができる。幾つかの実
施形態は、１動作サイクル中のトラック上のキャリア数を監視して、総数を管理可能な量
に制限し、残りは投入待ち行列に残しておく。投入時にサンプルを制限することによって
、トラック２００の混雑をなくし、常に可能な限り最も効率的な方法で動作することが可
能となる。これらの実施形態においては、あるサンプルが二つのモジュール間を通過する
時間は、限られた値（例えば、動作サイクルの幾らかの部分よりも短い）となり、たスケ
ジューリングが簡略化される。
【００５８】
　幾つかの実施形態においては、トラックシステム２００は、双方向であるように設計す
ることができる。これは、サンプルキャリアが外側経路および／もしくはいずれのサブ経
路をどちらの方向にも移動することができることを意味する。幾つかの実施形態において
は、さらなる決定点２１５および２１７を介してアクセスされる２１１Ｂなどのさらなる
サブ経路によって、双方向アクセスの提供を支援することができる。双方向経路は、固有
の利点を有し得る。例えば、通常の優先度のサンプルが常に同一方向に処理される場合、
ＳＴＡＴサンプルは、サブ経路に沿って反対方向に処理することができる。これは、ＳＴ
ＡＴサンプルが実質的にサブ経路の出口に進入し、待ち行列をフラッシュする必要なく即
座に待ち行列の先頭に置かれることを意味する。例えば、ＳＴＡＴサンプルがセグメント
２０４においてトラック２００上に置かれる場合、決定点２１４を介して経路２１０Ｂに
進入し、どの待ち行列の先頭にも即座に置かれるように経路２１０Ｂへと進むことができ
る。一方、これらの例の全てにおいて、待ち行列は通常サブ経路にあると限定されると仮
定されるため、他のモジュールにおいては、ＳＴＡＴサンプルがそれらのモジュールに対
して即座にアクセスする必要がなければ、待ち行列をフラッシュする必要がない。その後
のサイクルでＳＴＡＴサンプルを処理する必要があるモジュールがさらにあれば、その時
点でそれらのモジュールの待ち行列をフラッシュしてもよく、各分析器モジュールの動作
を中断させることなく、ＳＴＡＴサンプルへジャストインタイム方式のアクセスをする。
【００５９】
　モジュール設計には、他にも特定の利点がある。分析器モジュール内のオートメーショ
ンシステムがモジュールに含まれるトラックシステムを利用するように適応される場合、
通常のトラックを利用する新規の特徴を加えることができる。例えば、モジュールは、サ
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ンプル用に指定されるアッセイを実施するために必要な試薬全てを含むそのモジュール専
用の内部試薬カルーセルを用いてもよい。分析器モジュール内にストックされた試薬が少
なくなってきたとき、幾つかの実施形態においては、オペレータがトラック２００上のキ
ャリアに追加の試薬を装填するだけで、試薬を補充することができる。トラック２００上
の試薬が該当するモジュールに到達すると、モジュールは、トラックから試薬を取り出し
て、モジュールの試薬貯蔵場所に試薬を置くアームもしくはフィーダシステムなどの機械
システムを利用することができる。
【００６０】
　幾つかの実施形態においては、図３および図２Ａおよび図２Ｂに示された個々のトラッ
ク部分は、互いに独立して動作することができるか、または、受動的となり得る。独立し
たキャリア移動は、サンプルキャリアを移動させるために摩擦トラック全体が移動しなけ
ればならないような非局在化コンベヤベルトなどの摩擦ベースのトラックシステムに勝る
利点を提供する。これは、当該トラック上の他のサンプルも同一速度で移動しなければな
らないことを意味する。これはまた、特定の区間が異なる速度で動作する場合、サンプル
を運搬する受動的キャリア間で衝突が起こる可能性があることも意味する。
【００６１】
　図４Ａは、本発明で利用するための例示的なキャリア２５０を示す。キャリア２５０は
、異なる実施形態においては、異なるペイロードを保持することができる。あるペイロー
ドは、血液もしくは尿などの流体サンプル２５６を含むサンプルチューブ２５５とするこ
とができる。他のペイロードには、チューブのラック、試薬カートリッジもしくは他の適
切なカートリッジを含んでもよい。サンプルキャリア２５０は、本明細書で記述された内
部電子コンポーネントを収容できるメイン筐体ボディ２６０を含む。メイン筐体２６０は
、ペイロードを収受できるブラケット２６２を支持する。幾つかの実施形態においては、
これは、サンプルチューブなどの流体容器２５５を収受し、かつ、それを摩擦嵌め込みで
保持するように設計された浅穴である。幾つかの実施形態においては、摩擦嵌め込みは、
保持力を生成するために固定できるか、ばねでエネルギーを与えることのできる弾性穴も
しくはクランプを利用して、生成することができる。幾つかの実施形態においては、サン
プルラックおよび試薬カートリッジは、ブラケット２６２へと取り付けるようにも設計で
き、ブラケット２６２が複数のペイロードタイプ用の汎用ベースとして機能することを可
能とする。
【００６２】
　ボディ２６０は、ガイド部分２６６を含むかガイド部分２６６に結合することができ、
にキャリア２５０が決定点間のトラックを辿れるようにする。ガイド部分２６６は、例え
ば、トラック内の一つ以上のレールを受けるためのスロットを含み、横方向および／もし
くは垂直方向の支持を提供する。幾つかの実施形態においては、ガイド部分２６６は、ト
ラフ形状のトラックの壁などトラック内の壁にキャリア２５０を誘導させることができる
。ガイド部分２６６は、キャリアボディ２６０内のモータにキャリアもしくはパック２５
０をトラック上で前後に駆動させる摩擦ホイールなどの駆動機構も含むことができる。ガ
イド部分２６６は、磁石もしくは誘導コイルなどの本明細書に記載の実施形態で使用する
のに適した他の駆動コンポーネントを含んでもよい。幾つかの実施形態においては、移動
範囲が実質的にトラック内で双方向であり、トラックの基準座標系においては一次元であ
ることから（即ち、トラック自体は二次元もしくは三次元であるが、その動きは横方向に
制限され、キャリア２５０はトラックに沿って前または後にしか動くことができない）、
ガイド部分２６６は、トラックによって物理的に制約を受けることとなる。幾つかの実施
形態においては、キャリア２５０が操縦（ステアリング）機構などを介して自身の側方位
置を制御できるようにし、ガイド部分２６６は（例えば、トラック上の列車よりも道路上
の自動車が制約を受けないように）側方向にあまり制約を受けない。これらの実施形態に
おいては、キャリア２５０は、トラックに対して二次元でその位置を変えることができる
。二次元位置マークの実施形態は、一次元もしくは二次元におけるキャリア２５０の位置
決めを容易にするために有用である可能性がある。
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【００６３】
　書き換え可能ディスプレイ２６８は、キャリア２５０の上部に備えてもよい。このディ
スプレイは、ＬＣＤ配向パネルを含み、サンプル２５６についての状態情報を表示するた
めに、キャリア２５０によってリアルタイムで更新され得る。キャリア２５０の上部の電
子的に書き換え可能なディスプレイを提供することによって、状態情報はオペレータによ
って一目で視認される。これによってオペレータは、ある一群の中に複数のキャリア２５
０があるときも探しているサンプルを迅速に見つけ出すことができる。キャリア２５０の
上部に書き換え可能なディスプレイを配置することによって、複数のキャリア２５０が引
出しもしくはラック内にあるときでも、オペレータは状態情報を判定することができる。
【００６４】
　図４Ｂは、キャリア２５０によって使用するための例示的なトラック構造２７０を示す
。この例では、キャリア２５０Ａは、サンプルチューブを輸送し、キャリア２５０Ｂは、
メイントラック２７２および／もしくはサブ経路２７４および２７４Ａに沿ってチューブ
のラックを輸送する。経路２７６は、サンプルをキャリアに配置するか、またはこれらの
キャリアからサンプルを取り出すために、オペレータによって使用され得る。
【００６５】
　図４Ｃは、例示的なトラック構造２７０のさらなる図を示す。この例では、サブ経路２
７４は、免疫アッセイステーションとして機能し、サブ経路２７４Ａは、臨床化学ステー
ションとして機能する。入力／出力レーン２７６には、サンプルの挿入もしくはメイント
ラック２７２からのサンプルを取り出すのにサンプルをバッファするために、サブ経路２
７７および２７８を利用するサンプル取扱ステーション２８０がある。
【００６６】
　幾つかの実施形態においては、サンプルハンドラー２８０は、キャリア２５０Ａおよび
２５０Ｂへのサンプルもしくは他のペイロードを装填し、キャリア２５０Ａおよび２５０
Ｂからのサンプルもしくは他のペイロードを取り出すこともできる。これによって、分析
器の需要がピークの間、大多数のキャリアをトラック２７７および２７８上で何も動かさ
ずにいるのではなく、トラックシステム２７０におけるステーションによって現在使用さ
れるペイロードを支持するために必要な量へと、キャリア数を減少させることを可能とす
る。その代わりに、オペレータは（本明細書で開示されたキャリアのない）サンプルトレ
イを入力／出力レーン２７６置く／取り出すことができる。これによって、システム全体
のコストを減少させ、スループットを超える分析器の需要のピークの予測に基づくのでは
なく、分析器のスループットによって必要とされるキャリア数を決定することができる。
【００６７】
［知能キャリア］
　幾つかの実施形態は、コストおよび複雑性を軽減するために、受動的パックもしくはト
レイ（例えば、パックは、アクティブもしくは自律システム、電源、内蔵処理や制御がな
い単純なプラスチックもしくはゴムのブリックである）を利用することがあるが、幾つか
の実施形態においては、（幾つかの実施形態においては、知能パックもしくはトレイを含
むことができる）個々のキャリアに知能および自律性を組み込むために必要なさらなる複
雑性およびコストが、ある利益をもたらす可能性がある。したがって、本発明の幾つかの
実施形態は、摩擦ベーストラック上の受動的パックに勝る特定の改善を可能とするために
、独立した知能キャリアを用いてもよい。例えば、従来技術のトラックシステムの欠点の
一つとして、が、各決定点において、パックを回転させ、バーコードを光学的に読み取る
ことによって、トラックがパックを方向づけるための決定を行うということがある。回転
および光学的な読み取りは比較的時間のかかるプロセスである。さらに、サンプルチュー
ブがオペレータによってパックへと配置されるとき、システムはすでにサンプルチューブ
の識別に関する情報を有しているので、このプロセスは、余分なものである可能性がある
。本発明の幾つかの実施形態は、キャリアを停止させたり回転させたり光学的に読み取る
たりする必要なしにサンプルチューブの内容物を識別する（ならびに、任意でオートメー
ションシステムへとこの情報を通信する）ための手段を有するキャリアを含むことができ
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る。
【００６８】
　例えば、キャリアは、ペイロードのバーコードを自動的に読み取るための内蔵光学リー
ダを含むことができる。キャリアが内蔵の処理機能を有する場合には、スキャン結果は、
その後、キャリアのメモリに格納することができる。あるいは、キャリアへサンプルを配
置するときにオペレータによって操作されるハンドバーコードリーダなどの外部ソースが
、ＲＦ信号または一時的な電気接触もしくは光学通信を利用した通信プロトコルなどの他
の既知の手段を介して、ペイロードのバーコード情報をキャリアへと通信することができ
る。幾つかの実施形態においては、ペイロードとキャリアの関連付けは、キャリアの外部
に格納することができ、キャリアの情報は、ＲＦ、光学、もしくは近距離通信で、キャリ
アによってシステムへと伝送することができ、システムがキャリアおよびペイロードをル
ーティングするか追跡することに役立つようにする。その後、ペイロード固有のバーコー
ドを読み取るのではなく、キャリアによって、もしくはキャリアを識別することによって
ルーティングの決定が行われる。
【００６９】
　処理機能および／もしくはセンサ機能を個々のキャリアに移すことによって、キャリア
は、トラックシステムを通して、それ自身のルーティングにアクティブかつ知能的に関与
することができる。例えば、個々のキャリアが、自律作動性能もしくはトラックとの通信
のいずれかによって互いに独立して動くことができる場合、ある性能の利点を実現するこ
とができる。
【００７０】
　キャリアが独立して移動させることによって、キャリアは、トラック周囲をより迅速に
動くことができる。キャリアの動きに対する一つの制限として、キャリアが蓋のないチュ
ーブのサンプルをこぼさないようにすべきことがある。制限要因となるのは、通常、直線
におけるキャリアの速度ではなく、サンプルをはね散らす可能性のある、（加速、減速も
しく方向転換中の）キャリアにかかる加速度および加加速度（ｊｅｒｋ）である。従来技
術の摩擦ベースのトラックシステムでは、トラック全体が動くことでパックにかかる加速
度および加加速度が閾値量を超えることを防止するためにトラックの速度は、一般的に、
制限される。しかしながら、個々のキャリアに応じて独立して動作する区間、もしくは独
立した作動性能を有する個々のキャリアを有するトラックシステムを利用することによっ
て、平均速度が従来のトラックの速度よりも速くなることを可能にする一方で、任意のキ
ャリアの加速度を、加速／減速および加加速度を制限するために調整することができる。
キャリアの最高速度を制限しないことによって、キャリアは、必要に応じて各トラック区
間上で加速し続けることができ、結果としてトラック周囲の平均速度が実質的により速く
なる。これによって、キャリアが分析器の１機械サイクルよりも短期間でトラックシステ
ム全体を移動することを補助することができる。これらの機械サイクルは、例えば、２０
もしくは４０秒とすることができる。
【００７１】
　同様に、知能キャリアは、それ自身のアイデンティティおよびそのペイロードのアイデ
ンティティを知ることができる。これによって、個々の決定点において、キャリアがルー
ティング決定プロセスにアクティブに関与するかまたは支援することを可能にする。例え
ば、決定点（例えば、スイッチ、交差点、分岐合流点、分岐点（ｆｏｒｋ）など）に到達
すると、キャリアは、ＲＦもしくは近距離通信を介して、トラックもしくは任意のスイッ
チング機構（もしくは、ペイロードアイデンティティに基づいてキャリアが決定した目的
ルート）へと、自身のアイデンティティおよび／もしくはそのペイロードのアイデンティ
ティを通信することができる。この場合、キャリアはバーコードスキャンのために決定点
で停止する必要がない。その代わりに、キャリアは、減速さえすることなく進行し続ける
ことができ、キャリアは、リアルタイムでルーティングされることができる。さらには、
キャリアが決定点に物理的に到着する前に、キャリアがどこに進んでいるかを認識してい
るか、または、（キャリアがどこに進もうとしているかをトラックが認識するように）ト
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ラックへとそのアイデンティティを通信していれば、キャリアが方向転換する場合でもキ
ャリアを決定点の前で減速させることができる。一方、キャリアが決定点において方向転
換する必要がない場合、キャリアがトラックの決定点もしくは曲線区間で方向を変えなけ
れば、キャリアによって運搬されるサンプルにはコーナリング力が発生しないのでキャリ
アはより速い速度で進み続けることができる。
【００７２】
　知能キャリアは、内蔵処理およびセンサ性能も含むことができる。これによって、トラ
ックによって方向づけられるのではなく（幾つかの実施形態においては、中央コントロー
ラが実行されるべきルーティング命令をキャリアへと送信するが）、トラック上のどこに
あるか、ならびにどこに行く必要があるかをキャリアが決定することを可能とする。例え
ば、キャリアの位置を決定するために、トラック内の位置の符号化もしくはマーカをキャ
リアによって読み出すことができる。キャリアがトラックを移動するとき、キャリアに対
して参照点を提供するために、絶対位置情報がトラック表面上に符号化される。この位置
符号化は、多くの形式をとり得る。トラックは、トラックの現在の区間を示す光学マーカ
で符号化されてもよいし（例えば、仮想のハイウェイ表示など）、トラックの区間内の特
定の絶対位置の光学符号化をさらに含んでもよい（例えば、仮想のマイルマーカなど）。
位置情報は、絶対位置マーク間のマーキングで符号化することもできる。これらは、キャ
リアがその現在の軌道を計算する支援のための同期情報を提供することができる。光学符
号化方式は、当業者に既知の任意の適切な形式をとることができる。符号化スキームによ
って使用されるこれらのマークは、ロータリエンコーダにあるようなバイナリ位置符号、
ある位置においてトラックに配置されたＬＥＤなどの光学ランドマーク、バーコード、Ｑ
Ｒコード（登録商標）、データマトリクス、反射的ランドマークなどを含んでもよい。一
般的位置情報は、ＲＦ／無線手段を介してキャリアへと伝送することもできる。例えば、
トラック内のＲＦＩＤマーカは、トラックの所定の部分に入ったことをキャリアに警告す
るために、キャリアに近距離通信を提供することができる。幾つかの実施形態においては
、トラック周囲もしくはトラック近傍のローカル送信機は、キャリアがその位置を決定す
ることを可能にするために、ＧＰＳ様位置情報を提供することができる。あるいは、ホー
ル効果センサもしくはカメラなどのトラック内のセンサは、個々のキャリアの位置を決定
し、キャリアにこの情報を中継することができる。
【００７３】
　同様に、キャリアは、位置決定するために蓄積されるデータを提供する、相対的な動き
を示すセンサを有し得る。例えば、キャリアは、相対的位置を推定するために使用するこ
とができるジャイロスコープ、加速度計、または速度もしくは加速度を決定するためにキ
ャリアが移動するにつれてスペックルパターンを観察する光学センサを有してもよい。
【００７４】
　キャリアは、どこにそのキャリアがあるか、およびトラックに対するその動きを認識す
ることができるため、その行き先がわかる限り、キャリアは実質的に自身を駆動すること
ができる。キャリアのルーティングは、種々の実施形態によって多くの異なる方法で提供
され得る。幾つかの実施形態においては、キャリアがサンプルを装填されると、システム
はキャリアに行先の分析器ステーションを伝えることができる。キャリアが自律ルーティ
ング機能を有する実施形態においては、この情報は行先ステーションの識別と同じくらい
単純であってよい。また、この情報は、個々のトラック区間の特定の経路およびキャリア
が移動するはずの決定点を識別するルーティングリストなどの詳細情報であってもよい。
ルーティング情報は、ＲＦ通信、近距離／誘導通信、電子的接触通信、もしくは光通信な
どの、本明細書に記載の任意の通信方法を介してキャリアに伝送することができる。
【００７５】
　例示的な一実施形態においては、オペレータがサンプルチューブのバーコードをスキャ
ンして、キャリア内へ配置するとき、システムは、キャリアのアイデンティティを判定し
て、サンプルのアイデンティティとキャリアのアイデンティティを整合する。システムは
その後、サンプルが分析器内でどの試験を受ければならないかを決定するために、サンプ
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ルの記録を探す。スケジューラは、その後、個々の試験ステーションによってどの試験が
行われるか、ならびにサンプルがいつ分析用の各試験ステーションに到達するべきかの選
択を含むサンプルに対する試験リソースの割り当てを行う。システムはその後、キャリア
がどこに行く必要があるのか、ならびに、任意で、キャリアがいつ行く必要があるのかお
よび／もしくはキャリアがいつ到着する必要があるのかをそのキャリアに知らせるために
、キャリアに対してこのスケジュール（もしくはスケジュールの一部）を通信することが
できる。
【００７６】
　一旦キャリアがトラックシステム上に配置されると、キャリアのルーティング機能およ
び位置獲得システムは、キャリアがトラック上のどこにあるか、ならびにトラック上のど
こに行く必要があるかをキャリアに決定させることを可能にする。キャリアがトラックを
移動していくと、キャリアは個々の決定点に到達し、必要に応じ、メイントラックに沿っ
て、またはサブ経路に沿った方向づけがなされる。各キャリアは互いに独立して動作する
ため、キャリアは、各決定点において必ずしも停止することなく、また待ち行列で他のキ
ャリアを待つことなく、非常に迅速にこれを行うことができる。これらのキャリアは迅速
に移動するため、トラックのメイン区間上の混雑は少なく、トラック内の決定点もしくは
コーナー（例えば、キャリアがサンプルに過度の力がかかることを回避するために減速す
る区間）における衝突もしくは渋滞のリスクは減少する。
【００７７】
　推進力は、多くの方法でキャリアに対して提供することができる。幾つかの実施形態に
おいては、トラックは、各キャリアに対して個別化された推進力を提供することにアクテ
ィブに関与する。幾つかの実施形態においては、推進力は、キャリア内の一つ以上の磁石
を推しだすトラックにおける電磁コイルによって提供される。この推進力を提供するため
の例示的システムは、ＭａｇｎｅＭｏｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．によって提供されるトラックシ
ステムであって、それは、ＭａｇｎｅＭｏｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．に譲渡された米国特許出願
整理番号２０１０／０２３６４４５にある線形同期モータ（ＬＳＭ）の記載によって概ね
理解できる。この磁気的作動システムを利用するこれらの従来のシステムは、本明細書に
記載のキャリアに組み込まれた知能を欠く受動的キャリアを含み、全てのルーティングお
よび決定は中央コントローラによって行われ、ルーティングおよび識別プロセスに関与す
るアクティブキャリアを必要としない。
【００７８】
　磁気的作動を利用する実施形態においては、電磁的コイルおよび磁石は、速度、加速度
および加加速度の精密な制御で選ばれた方向へと個々のキャリアの一つ一つを推しだすた
めのＬＳＭとして動作する。トラック上の各コイル（もしくは特定の場所のコイルのセッ
ト）が独立して動作できる場合、個々のキャリアに対して高度に局所化された推進力を与
え、個々のキャリアがそれ自身個々に調整された加速度および速度で移動することが可能
となる。コイル付近を通過する個々のキャリアの方向、速度、加速度および加加速度の精
密な制御のため、キャリアに対して局在するコイルはいかなる瞬間にも作動させられる。
【００７９】
　幾つかの実施形態においては、トラックは局所的にカスタマイズ可能な摩擦トラックと
して機能する多くの個々の統合可能なローラで構成されてもよい。トラックのうちの個々
の短区間は独立して管理できるため、キャリア周囲のローラは、個別化された速度、加速
度、および加加速度を提供するよう制御されてもよい。幾つかの実施形態においては、各
キャリアに局所化された推進力をそれぞれ提供する他のアクティブトラック構造を使用す
ることができる。
【００８０】
　幾つかの実施形態においては、トラックは、ほぼ受動的であって、一次元でキャリアを
誘導するためにフロア、壁、レールもしくは他に該当するキャリアの作動に対する制限を
する。これらの実施形態においては、推進力はキャリア自身によって提供される。幾つか
の実施形態においては、各個々のキャリアは、トラックとキャリアの間の自己推進摩擦ベ
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ースの推進力を提供するためのホイールを駆動する、一つ以上の内蔵モータを有する。従
来の摩擦トラックとは異なり、トラックがコンベヤである場合、駆動されたホイールを有
するキャリアは、独立してトラックを移動し、個々に加速／減速することができる。これ
によって、各キャリアは個々に調整されたルートに沿ってトラックを移動するとともに、
そのペイロードに及ぼされる力を制御するために、自身の速度、加速度および加加速度を
いかなる瞬間にも制御することができる。幾つかの実施形態においては、永久磁石がトラ
ック内に備えられ、キャリア内の電磁石はキャリアを前方に推しだすように動作し、それ
によってＬＳＭとしての役割を果たし、キャリアは駆動磁気力を提供する。他の受動的ト
ラック構成、例えば、キャリアがウォータージェットなどを介して自律的に浮遊して動く
ことを可能にする流体トラック、トラックに備えられた（例えば、局所化されたエアホッ
ケーテーブルのような役割を果たす）空気ポケット上にキャリアを浮遊させる低摩擦トラ
ック、もしくは個々のキャリアがトラックを移動するときに個別化された推進力を与える
他の構成なども考えられる。
【００８１】
　図５は、例示的な知能自律キャリア３００の制御システムおよびセンサの最上位システ
ム図を示す。キャリア３００は、キャリアを操作するために必要とされる操作案内、保守
、作動およびセンサ動作を扱うための十分な処理力を含むマイクロコントローラ３０１に
よって制御される。従来技術の受動的キャリアとは異なり、キャリアはアクティブであっ
て内蔵の電子機器を含むため、内蔵の電力ステーションも含む。このステーションの詳細
は、本発明の異なる実施形態によって変わる。幾つかの実施形態においては、電力システ
ム３０３は、キャリアが動作すると充電されるようなバッテリを含む一方で、他の実施形
態においては、バッテリは交換式であるか、またはキャリアが動作していないときに手動
で充電することができる。電力システム３０３は、バッテリを維持するために必要な充電
電子機器を含むことができる。他の実施形態においては、電力システム３０３は、地下鉄
車両もしくは模型電車が電力を受信するのとほぼ同じ方法で、トラック自体から電位を獲
得するための誘導もしくは電子接触機構によって充電されうるキャパシタを含む。
【００８２】
　マイクロコントローラ３０１はシステムメモリ３０４と通信する。システムメモリ３０
４は、データおよび命令メモリを含んでもよい。メモリ３０４内の命令メモリは、キャリ
アを操作するために十分なプログラム、アプリケーションもしくは命令を含む。これは、
センサ取扱アプリケーションと同様に操作案内手順を含んでもよい。メモリ３０４内のデ
ータメモリは、現在位置、速度、加速度、ペイロードの内容、操作案内計画、キャリアも
しくはペイロードのアイデンティティ、もしくは他の状態情報についてのデータを含むこ
とができる。キャリア３００内に内蔵メモリを含むことによって、キャリアは、現在の状
態を記録したり、トラック周囲を知的にルーティングしたりトラックもしくは他のキャリ
アに状態情報を伝えるために情報を利用したりすることができる。
【００８３】
　マイクロコントローラ３０１は、モーションシステム３０５、センサ３１２、３１３お
よび３１４、通信システム３１５、状態ディスプレイ３１６ならびにサンプルセンサ３１
７の操作を担当している。これらの周辺機器は、バス３１０を介してマイクロコントロー
ラ３０１によって操作される。バス３１０は、複数の周辺機器と通信することが可能なＣ
ＡＮバスなどの任意の標準バスであるか、または、個々の周辺機器への個々の単一経路を
含み得る。周辺機器は、それ自身の電源もしくは共通の電力システム３０３を使用するこ
とができる。
【００８４】
　モーションシステム３０５は、本明細書に記載のモーションシステムのうちのいずれか
を操作するために必要な制御論理を含むことができる。例えば、駆動されたホイールを利
用する実施形態においては、モーションシステム３０５はモータコントローラを含み得る
。他の実施形態においては、モーションシステム３０５は、キャリア３００に推進力を与
えるために必要な任意のアクティブトラックシステムと通信するために必要な論理を含む
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ことができる。これらの実施形態においては、モーションシステム３０５は、マイクロコ
ントローラ３０１によって実行され、トラックと通信するために通信システム３１５を利
用するソフトウェアコンポーネントであってもよい。モーションシステム３０５によって
制御されるモータ、アクチュエータ、電磁石などのデバイスは、これらのデバイスがキャ
リアに内蔵される実施形態においては、電力システム３０３によって作動する。ＬＳＭが
トラック内のコイルにエネルギーを供給することによって推進力を提供する実施形態など
の幾つかの実施形態においては、外部電源もまた、電力を供給することができる。幾つか
の実施形態においては、モーションシステム３０５は、推進力を提供するためにキャリア
内外のデバイスを制御する。幾つかの実施形態においては、モーションシステム３０５は
、推進力を調整するために、トラック内の近傍のコイルにエネルギー供給を要求したり、
もしくはローカルローラの移動を要求したりすることによって、トラック内のコントロー
ラなどの他のコントローラとともに動作する。これらの実施形態においては、モーション
システム３１５は、キャリアを動かすために通信システム３０５と連携することができる
。
【００８５】
　キャリア３００は、一つ以上のセンサを含むことができる。幾つかの実施形態において
は、キャリア３００は、衝突検出システム３１２を含む。衝突検出システム３１２は、キ
ャリアの前または後ろにキャリアが別のキャリアに近づいているかどうかを判定するため
のセンサを含むことができる。例示的な衝突検出センサとして、ＩＲ測距装置、磁気セン
サ、マイクロ波センサもしくは光検出器があり得る。多くの従来技術のパックは円形であ
るが、キャリア３００には前方部分および後方部分を有する方向性があってもよい。方向
性のある形状を有することによって、キャリア３００は、前方衝突検出器および後方衝突
検出器を含むことができる。
【００８６】
　幾つかの実施形態においては、衝突検出情報は、通信システム３１５を介して受信され
る情報を含むことができる。例えば、幾つかの実施形態においては、トラックの中央コン
トローラは衝突を防止するために、トラック上のキャリアの位置および速度を観察して、
衝突条件を判断し、キャリアに対して更新した指示を送信することができる。幾つかの実
施形態においては、近接するキャリアは、互いの位置をピアツーピア方式で通信すること
ができる。これによって、他のキャリアから受信されたリアルタイム位置情報に基づいて
、キャリアが個々に衝突のリスクを査定することが可能となる。キャリアが他のキャリア
についての軌道情報を受信したり、近接するキャリアの軌道情報にアクセスできる集中管
理コントローラを用いたりして決定が行われるような実施形態においては、キャリアに方
向性がある必要がなく、また、キャリアの任意の方向付けに依存しないセンサもしくは受
信機を含むことができることを理解されたい。
【００８７】
　キャリア３００は位置デコーダ３１３も含むことができる。このセンサは、本明細書に
記載されるようにキャリアの位置を推定することができる。例えば、位置デコーダ３１３
は、トラック内のランドマークを識別したりトラック内の光符号化を観察したりするため
のカメラもしくは他の光学手段を含むことができる。幾つかの実施形態においては、位置
デコーダ３１３は、慣性センサ、磁気センサ、もしくはキャリアの現在位置、方向、速度
、加速度および／もしくは加加速度を決定するために十分な他のセンサも含むことができ
る。幾つかの実施形態においては、位置デコーダ３１３のコンポーネントは、通信システ
ムの一部として動作することができる。例えば、幾つかの実施形態においては、トラック
内の光マーキングは、ＬＣＤもしくは電子インクディスプレイなどを介して電気的に書き
換え可能であって、位置情報とともにルーティング命令を伝送するために中央コントロー
ラによって使用できる。これらの実施形態においては、位置を決定するために使用される
イメージセンサは、ルーティング命令もしくはキャリアに通信される他のデータを受信す
るために使用することもできる。
【００８８】
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　キャリア３００は、任意でバーコードリーダ３１４を含むことができる。バーコードリ
ーダ３１４を備えている場合、キャリア３００は、サンプルがキャリア上に装填されたと
き、またはそれ以降の任意の時間に、そのペイロードのバーコードを観察することができ
る。これによって、サンプルチューブのバーコードをシステムに読みとらせるためにキャ
リアを個々の決定点で停止させる必要がなくなる。サンプルチューブのアイデンティティ
を読み取って格納することによって、もしくはこの情報をシステム全体へと伝送すること
によって、ルーティングの決定は決定点に到達する前に行うことができるためキャリアは
より効率的にトラックシステムを移動することとなる。或いは、サンプルがキャリア上に
置かれるときにサンプルのアイデンティティをシステムが認識している場合には、システ
ムは、外部バーコードリーダを含み、通信システム３１５を介して記憶装置およびメモリ
３０４用に、キャリアに対してペイロードのアイデンティティを伝送することができる。
【００８９】
　通信システム３１５は、キャリアにオートメーションシステム全体と通信させるのに十
分な任意の機構を含むことができる。例えば、これには、８０２．１５．４、８０２．１
１の該当するバージョン、もしくは任意の標準もしくは専用ワイヤレスプロトコルなど既
製の通信プロトコルを利用するワイヤレス通信用のＸＢｅｅ通信システムが含まれる。通
信システム３１５は、ＲＦ通信プロトコルを操作するための送受信機およびアンテナおよ
び論理を含むことができる。幾つかの実施形態においては、通信システム３１５は、近距
離通信、光通信、もしくは電気接触コンポーネントも含むことができる。キャリア３００
へと／キャリア３００から通信システムを介して伝送される情報は、本出願を通して記載
される。
【００９０】
　幾つかの実施形態においては、キャリアは、状態ディスプレイモジュール３１６も含む
ことができる。状態ディスプレイモジュール３１６は、コントローラと、ＬＣＤパネルも
しくは電子インクディスプレイなどの書き換え可能な電子ディスプレイを含むことができ
る。幾つかの実施形態においては、コントローラは、メモリのアドレス可能部分として扱
われ、マイクロコントローラ３０１が状態ディスプレイ３１６を容易に更新することがで
きる。
【００９１】
　幾つかの実施形態においては、キャリアはサンプルセンサ３１７も含む。このセンサは
、キャリアのチューブブラケット（チューブホルダとも称されうる）内の流体容器の有無
を示すのに用いられる。幾つかの実施形態においては、これは、チューブによって押され
、チューブがないときには押されない機械的モーメンタリスイッチである。この情報は、
チューブの状態を決定するために使用することができ、状態ディスプレイモジュール３１
６による状態情報の表示に役立たせることができる。
【００９２】
［ルーティングおよび配置］
　分析器システム内の通過時間を迅速にするという要望によりルーティングは困難なもの
となり得る。従来技術のシステムにおいては、サンプルは通常、各決定点で停止し、個別
化され、スキャンされるので迅速なルーティングはそれほど重要ではない。これらシステ
ムにおいては、ある決定点でのルーティング決定は、サンプルが停止している間に行われ
る。迅速なルーティング決定は概して望ましく、サンプルキャリアが決定点に到達する前
にスイッチング決定をすることが求められることもある。さらには、キャリアが従来技術
と比較して速い速度で移動するため、サンプルキャリアの即時の軌道の制御は、ＩＶＤサ
ンプルがこぼれたり損傷したりすることを防ぐために、リアルタイム処理によって補助さ
れ得る。幾つかの実施形態においては、実質的に即時の軌道観察および制御は、リアルタ
イム制御を容易にするために各キャリア上で実施されるが、全体のルーティング決定は、
一群のキャリアを管理する中央コントローラによって行われる。したがって、本発明の幾
つかの実施形態においては、キャリアは、中央コントローラから全体的なルーティング命
令を受信する半自律ロボットのように動作するが、実質的には自律して局所的に動作判断
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を行う。
【００９３】
　図６に示された例示的なトラック４００は、直線セグメントＢおよびプルアウトセグメ
ントＧ（例えば、試験ステーションを提供するセグメント）に決定点４０２を介して接続
する第一のカーブセグメントＡを含み、プルアウトセグメントＧは分析器試験ステーショ
ン２０５Ａおよびピペット４２０を提供する。セグメントＢは、決定点４０４を介して直
線セグメントＣおよび分析器／試験ステーション２０５およびピペット４２２を提供する
プルアウトセグメントＨに接続する。セグメントＣは、サンプル取扱ステーション２０５
Ｃを提供する曲線セグメントＤおよび分析器／試験ステーション２０５Ｂおよびピペット
４２４を提供するプルアウトセグメントＩに決定点４０６を介して接続する。セグメント
Ｄは直線セグメントＥおよびプルアウトセグメントＩの他端に決定点４０８を介して接続
する。即ち、決定点４０６と４０８の間には、異なる経路であるセグメントＤおよびＩが
存在する（ここでセグメントＩは、ピペット４２４と接触するサンプルを送達するのに使
用されるプルアウトである）。セグメントＥは、決定点４１０を介して、直線セグメント
ＦおよびプルアウトセグメントＨの他端に接続する。セグメントＦは、決定点４１２を介
して、カーブセグメントＡおよびプルアウトセグメントＧの他端に接続する。幾つかの実
施形態においては、トラック４００は、決定点４０２および４１２においてキャリアを追
加もしくは除去するために用いられる入力および出力レーンＪおよびＫを含む。中央管理
プロセッサ４４０は、キャリアによって運搬されるサンプルもしくは他のペイロードおよ
びシステムによってこれらのサンプルに実施される必要のあるアッセイのアイデンティテ
ィとともに、キャリアおよびトラックの状態情報を利用する。
【００９４】
　幾つかの実施形態においては、決定点４０２－４１２は、適切な行先セグメントを選択
するためにキャリア４３０が進むトラック内の受動的分岐点である。他の実施形態におい
ては、決定点４０２－４１２は、キャリア４３０もしくは中央管理プロセッサ４４０によ
って制御されるアクティブ分岐点である。幾つかの実施形態においては、決定点４０２－
４１２は、ＲＦもしくは近距離通信などを介して、キャリア４３０による要求に応答する
電磁的に制御されたスイッチである。幾つかの実施形態においては、これらの電磁的に制
御されたスイッチは、キャリアが一度ルーティングされたらスイッチが戻るデフォルト位
置（直線部分など）を有する。決定点用のデフォルト位置を利用することによって、キャ
リアは、その決定点において切り替えられる必要がない限り、各決定点において位置を要
求する必要がない。
【００９５】
　例示的なスケジュールにおいて、中央管理プロセッサ４４０は、ピペット４２０の到達
範囲内にキャリア４３０およびそのペイロードを配置するために、第一のルートをキャリ
ア４３０に割り当てる。キャリア４３０は、セグメントＪに沿って決定点４０２へと移動
し、かつ、ピペット４２０にアクセス可能な位置で停止するようにセグメントＧ上を移動
するように命令される。幾つかの実施形態においては、キャリア４３０は、命令を受信し
て、決定点４０２に到達するために使用する方向および軌道を決定するために、キャリア
の現在位置および軌道を決定する。キャリア４３０は、セグメントＧ上へと決定点４０２
において右へ急旋回をするであろうことを考慮に入れることもできる。幾つかの実施形態
においては、決定点４０２は、キャリア４３０の制御下で動作することができるスイッチ
ング機構をトラック内に含む。これらの実施形態においては、キャリア４３０は、セグメ
ントＧ上への切り替えを要求するために、決定点４０２へ近付くときにトラックと通信す
る。他の実施形態においては、キャリア４３０は、トラック内へと一体化された外部ゲー
トの補助なしで、決定点４０２においてキャリア４３０を右折させセグメントＧ上へ行か
せる操縦機構（移動可能なガイドホイール、指向性磁石、非対称ブレーキなど）を有して
もよい。これらの実施形態においては、キャリア４３０は、セグメントＧ上へ方向を変え
るために、決定点４０２において操縦機構を使用する。
【００９６】
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　キャリア４３０は、光符号化などトラック内の符号化もしくはＲＦＩＤタグを読みとる
ことによって、キャリアのおおよその位置、つまり区間Ｊなどのキャリアの現在のトラッ
ク区間を決定することができる。幾つかの実施形態においては、キャリア４３０は、トラ
ックシステム４００内のキャリアの位置を決定するために複数の手段を使用する。例えば
、ＲＦＩＤタグはどのトラックセグメントにキャリア４３０が位置するのかを概して判定
するために使用することができるのに対し、光符号化もしくは他の精密な符号化は、当該
トラックセグメント内の位置を判定するために用いられる。符号化の変化（例えば、位置
情報からの派生物）を観察することで、この符号化を速度、加速度もしくは加加速度を決
定するためにも使用することができる。
【００９７】
　図５における内蔵制御システムに示されるように、キャリア４３０は、中央管理プロセ
ッサ４４０によって受信された明示的な命令、もしくはメモリ３０４内の内蔵データベー
ス内の該当ルートを探すことのいずれかによって、行先区間へと適切なルートを決定する
ために、現在のトラック区間の識別を利用することができる。幾つかの実施形態において
は、キャリア４３０は、メモリ３０４内のキャリア４３０のメモリに格納されたマップに
基づいて、区間Ｊから区間Ｇへと如何にして到達するかを理解する。このマップは、単純
なルックアップテーブルもしくは、各ノードが対応する決定点で関連付けられている、も
しくはその逆のトラック区間のツリーを含むことができる。例えば、キャリアが現在トラ
ック区間Ｊにあることを識別すると、内蔵データベースは、決定点４０２へと進み区間Ｇ
上へと右に切り替えられるようにキャリア４３０へと知らせることができる。
【００９８】
［線形ランダムアクセス待ち行列］
　分析器内のルーティングおよびサンプル処理は、オートメーションシステム内のある位
置に配置された線形待ち行列から恩恵を得ることができる。これらの線形待ち行列は、必
要とされる空間の大きさを大きく増やすことなく、ＦＩＦＯおよびランダムアクセス機能
の双方を提供することができる。
【００９９】
　図７は、トラック区間２８４および２８４Ａ上で線形ランダムアクセスを利用する例示
的なオートメーションシステム２９０を示す。オートメーションシステム２７０と同様に
、オートメーションシステム２９０はトラック区間２８４および２８４Ａなどのサブ経路
を有するメイントラックとして機能するトラック区間を利用する。トラック区間２８４お
よび２０４Ａは、分析器内でモジュールへの局所的なアクセスができるように、サイドカ
ーとして機能する。これらのトラック区間は、システム内のモジュールに到達するために
キャリア２５０Ａの輸送手段を提供する。モジュールへのアクセスができるようにするた
め、これらのトラック区間は予め決められた長さを有する。トラック区間に対応するモジ
ュールがバッファもしくは待ち行列を必要とする場合、この長さがあることによってこれ
らのトラック区間は複数のキャリアを物理的にバッファするのに適切なものとなる。通常
、トラック区間上でのバッファリングは、ＦＩＦＯ待ち行列の固有の制限の全てを伴うＦ
ＩＦＯ待ち行列となる。しかしながら、本発明の実施形態は、トラック区間内でキャリア
を再順序付けすることができるようにトラック区間を利用するのに便利な格納位置を用い
ることができる。これによって、トラック区間自体を待ち行列が占める空間に利用しなが
ら、ランダムアクセス待ち行列の利点が得られる。
【０１００】
　オートメーションシステム２９０は、二つの例示的な格納位置を含む。トラック区間２
８４は、位置２９２を介したローカルモジュールへのアクセスを提供する。位置２９２は
、モジュール上のピペットからアクセス可能である。位置２９２にサンプルキャリアを置
くことで、運搬される所定量のサンプルが吸引できる。ローカルトラック区間２８４は、
位置２９２に到達するためにサンプルキャリアの物理待ち行列を提供することができる。
格納位置２９４は、トラック区間２８４のメイン部分からサンプルキャリアを一時的に抜
き取るために用いられる。一つまたは複数のサンプルを格納位置２９４内に格納するため
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に、待ち行列の一部を移動することによって、任意のサンプルを線形待ち行列内から選択
することができる。これによって、少なくともサンプルの一部に対してランダムアクセス
を提供することができる。あるサンプルが格納位置２９４に格納されると、待ち行列内の
一つ以上のキャリアが格納位置２９４に対して動かされ、位置２９４内に格納されたサン
プルを、サンプルを抜き取った元の位置とは異なる待ち行列内の位置においてトラック区
間２８４上の待ち行列に再導入することができるようになる。このように、格納位置２９
４はトラック区間２８４上の線形待ち行列内のサンプルを再順序付けするために使用でき
る。ＦＩＦＯ方式待ち行列を選択的に再順序付けすることによって、サンプルに対するラ
ンダムアクセスを提供することができる。
【０１０１】
　トラック区間２８４Ａは、物理待ち行列内のサンプルに対してランダムアクセスを提供
するための格納位置を用いた別の手法を説明するよい例となる。この実施例においては、
位置２９８は、ローカルモジュールのピペットからアクセス可能である。サンプルを位置
２９８に動かすことによって、所定量のサンプルが吸引できる。位置２９８は、トラック
区間２８４Ａのメイン部分上にない。むしろ、位置２９８は、格納位置２９６内にある。
待ち行列内のサンプルに対するランダムアクセスを格納位置２９６へとシフトするために
トラック区間２８４Ａ上の待ち行列内のサンプルは前後に動き、格納回転内の位置２９８
におけるサンプルに対するアクセスを提供する。
【０１０２】
　トラック区間２８４および２８４Ａ上の格納位置の例示的な実装は、ローカルモジュー
ルによって使用される、サンプルに対するＦＩＦＯおよびランダムアクセスの双方を提供
することができる。さらに、格納位置を用いる手法では、ローカルモジュールにローカル
待ち行列内のサンプルを制御させて再順序付けさせるため、多くの異なるタイプのトラッ
クでもこの手法を用いることができる。例えば、トラック区間２８４は、摩擦トラック、
磁気トラック、受動的トラック、もしくはキャリア上のサンプルを待ち行列内で前後に動
かすのに適した他のトラックであってもよい。本発明の幾つかの実施形態は、サンプルを
トラック区間内で前または後に動かすための双方向の機能性を提供する待ち行列用トラッ
ク区間を利用する。さらには、キャリアおよびペイロードのタイプは、本明細書に記載の
任意の適切なキャリアおよびペイロードであってよい。適切なキャリアには、例えば、個
々のサンプルを運搬するキャリア２５０Ａがある。適切なキャリアには、ペイロードとし
て試薬を運搬することができるキャリア２５０Ｂもある。ローカルトラック区間内の待ち
行列は、サンプルおよび試薬の双方もしくは他のペイロードを含むことができる。例えば
、待ち行列がサンプルキャリアと試薬キャリアの混合であることもある。この場合、単一
のアッセイが実施されるときには、一つのピペットが試薬およびそれに対応するサンプル
にアクセスすることを可能とすることができる。待ち行列内のランダムアクセスを提供す
ることによって、サンプルもしくは試薬がローカルトラック区間に到達する順序をこれら
のサンプルもしくは試薬が使用される順序に一致させる必要がない。
【０１０３】
　図８は、従来技術のサイドカーにおける例示的なＦＩＦＯ待ち行列を示す。サンプルは
、メイントラック５０２を移動するか、または、ローカル試験モジュールとの接触するの
ためにサイドカー５０４へと方向づけることができる。ピペット５１０は、サイドカー上
のサンプルに対するアクセスを可能とするために提供される。第一の状態５００において
は、ローカル待ち行列５２０は、サンプルＡ、ＢおよびＣを含む。待ち行列５２０は、Ｆ
ＩＦＯ待ち行列である。サンプルＡが吸引され、続いてサンプルＢが吸引され、続いてサ
ンプルＣが吸引される。この状態は、全サンプルが同一優先度であって、ローカルモジュ
ールが各サンプルに対して連続して準備される限り、適切である可能性がある。
【０１０４】
　しかしながら、この手法は、ＳＴＡＴサンプルが到達すると問題が生じる可能性がある
。状態５０１に示されるように、ＳＴＡＴサンプルがサイドカー５０４上に方向づけられ
ると、それが優先される。ランダムアクセスが提供されないため、待ち行列５２０は、メ
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イントラック上にフラッシュされなければならない。本実施例においては、待ち行列５２
０がメイントラック５０２上に放出されたときに、サンプルＤは、既にメイントラック上
にあった。示されるように、グループ５２２はいまやサンプルＢおよびＣの間にサンプル
Ｄを有する。したがって、いったんサンプルＡ、ＢおよびＣがトラック周囲を回って戻り
サイドサイドカー５０４上に再度現れ、サンプルＤがサイドカー５０４上に方向づけられ
ると、それらは元の順序のとおりではなくなっている可能性がある。さらには、サンプル
Ａ、ＢおよびＣがサイドカー５０４へと戻るにはローカル分析器モジュールのサンプルサ
イクル数回分かかる可能性がある。結果として、ローカル分析器モジュールに無駄なダウ
ンタイムを生じる可能性がある。さらには、特定の試薬がサンプルＡに準備された場合、
サンプルＡがサイドカー５０４に戻る前にその試薬を準備するリソースが他のサンプルに
よって使用されると、それらの試薬は、無駄になる可能性がある。
【０１０５】
　図９は、カルーセル５２４によって提供されるランダムアクセス待ち行列の従来技術の
手法を示す。この例においては、カルーセルは小さいが、カルーセルは、カルーセル内の
位置数が増加すると急速に面積を拡大する。これは、カルーセル内の利用可能な位置の量
を制限し、サイドカー５０４上の待ち行列のサイズを制限する可能性がある。状態５１２
においては、サンプルＡ、ＢおよびＣは、メイントラック５０２外のサイドカー５０４上
へ方向づけられ、カルーセル５２４へと配置された。サンプルＡは、ピペット５１０に接
触する。状態５１３においては、ＳＴＡＴサンプルがサイドカー５０４上に到達するとき
、サンプルＡがピペット５１０との接触を完了する間に、ＳＴＡＴサンプルはカルーセル
５２４内の位置へと配置することができる。いったんピペット５１０がサンプルＡからの
吸引を完了すると、状態５１４において、サンプルＡはサイドカー５０４を介してカルー
セルからメイントラック５０２へと放出される。カルーセル５２４はカルーセル内に保持
されたサンプルに対するランダムアクセスを提供するので、ＳＴＡＴサンプルをピペット
５１０と接触させるためにカルーセルが回転する間に、サンプルＡ、ＢおよびＣは、カル
ーセル内に残存することができる。カルーセル５２４は、複雑性およびコストを追加し、
分析器内では貴重である空間を占めてしまうことになる。
【０１０６】
　図１０Ａは、ＦＩＦＯ待ち行列５４０内でサンプルに対するランダムアクセスを提供す
るために、トラック５３０に対してアクセス可能な格納位置５３４を利用する本発明の一
実施形態の動作例を示す。ここで、ピペット５１０は、位置５３２においてトラック５３
０にアクセスできる。状態５４４においては、待ち行列５４０は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの到着
順序である。サンプルは右側から到着して、左側へ行く。状態５４５においては、サンプ
ルＡは、ピペット５１０に所定量のサンプルＡを吸引させるために位置５３２へと動かさ
れる。一方、待ち行列を処理するコントローラは、サンプルＢにアクセスする前に、サン
プルＣにアクセスすることが望ましいことを決定する。したがって、サンプルＢは、位置
５３４へと方向づけられて格納される。これによって、サンプルＣおよびＤで構成される
グループ５４１が残る。状態５４６においては、ピペット５１０がサンプルＡを終了した
後サンプルＣにアクセスできるように、サンプルＣは格納位置５３４を通り越すよう方向
づけられる。一方、サンプルＢは格納位置５３４を出てトラック５３０上に戻りサンプル
ＣおよびＤの間へと方向づけられる。これによって、格納位置５３４の右側にある唯一の
サンプルとしてサンプルＤが残る。
【０１０７】
　図１０Ｂは、格納位置を利用する線形ランダムアクセス待ち行列の別の実施形態の類似
の動作例を示す。この例においては、トラック５３０上のある位置においてピペットに対
するアクセスを提供するのではなく、ピペット５５０が格納位置５３４においてサンプル
にアクセスできる。状態５４７においては、サンプルＡ、Ｂ、ＣおよびＤで構成される待
ち行列５４０は、トラック５３０に到達する。この例においては、ローカルモジュールは
他の全てのサンプルの前にサンプルＣにアクセスすることを要求する。状態５４８におい
ては、サンプルＡおよびＢは、トラック５３０上の格納位置５３４を通り過ぎて進み、サ
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ンプルＣをピペット５５０によるアクセスのために、格納位置５３４に方向づける。状態
５４９においていったんピペット５５０がサンプルＣからの吸引を完了すると、サンプル
ＡおよびＢは、格納位置５３４の右側へ動かされ、サンプルＣを左側へ放出することを可
能とする。状態５４８および５４９の双方において、ローカル待ち行列５４３はサンプル
Ａ、ＢおよびＤで構成され、サンプルＣは待ち行列の先頭にあると考えられるか、または
、既に選択されて待ち行列から論理的に除外されているかのいずれかの可能性がある。
【０１０８】
　ＳＴＡＴサンプルは、サンプルＣのように扱うことができる。即ち、ローカル分析器モ
ジュールは、サンプルＣがより高い優先度のサンプルであって、サンプルのＳＴＡＴ優先
度に従うために順序を乱してサンプルＣにアクセスすることを決定することができる。同
様に、サンプルＣは、単に、ローカル分析器モジュールが効率化のためもしくは明らかな
他の理由で第一にアクセスすべきことを決定するサンプルであってもよい。
【０１０９】
　図１１Ａ、図１１Ｂおよび図１１Ｃは、より複雑な動作状態を示す。これらの図面の右
側において、チャートは各サンプル用に残存する試験回数およびサンプルの現在の状態を
示す。左側において、各サンプルの位置が示される。サンプルは右側へ入って左側へ出て
いく。状態５５１においては、サンプルＡは二つの試験を必要とする。ここで、各試験は
、ピペット５５０を介した個別の吸引を必要とし、トラック５３０外の格納位置５３４を
介してサンプルにアクセスする。通常動作中、複数の試験が１つのサンプルに対し連続し
て実施されてもよいし、他のサンプルに対する試験を間にはさんでもよい。サンプルＡが
吸引されている間、サンプルＢおよびＣは、トラック５３０上で待ち行列５４４を形成す
る。サンプルＢは、残り一つの試験を有し、サンプルＣは残り二つの試験を有する。ＳＴ
ＡＴサンプルが到着し始める。この時点で、ローカル分析器モジュールは、ＳＴＡＴサン
プル近々到着することを認識していないか、または、まだ論理的に待ち行列５４４に対し
てＳＴＡＴサンプルを追加していない。
【０１１０】
　状態５５２においては、ローカル試験モジュールは、ＳＴＡＴサンプルに気が付き、即
座に試験を開始するために、ＳＴＡＴサンプルを格納位置５３４へと動かす。一方で、サ
ンプルＡはサンプルＢおよびＣの前にトラック５３０上で動かされる。サンプルＡ、Ｂお
よびＣは待ち行列５４５を形成する。状態５５３においてＳＴＡＴサンプルの試験が終了
すると、ＳＴＡＴサンプルをローカル分析器モジュールから出すために、ＳＴＡＴサンプ
ルはトラック５３０の左側へと移動することができる。一方、ＳＴＡＴサンプルを放出す
るために、待ち行列５４５は格納位置５３４の右側に動かされる。状態５５４においては
、ローカル分析器モジュールの待ち行列を管理するコントローラは、次の試験がサンプル
Ｂに対して実施すべきことを決定する。サンプルＡは格納位置５３４の左側に動かされる
が、サンプルＢは、吸引のために格納位置５３４へと動かされる。これによって、トラッ
ク５３０上の格納位置５３４の右側にある唯一のサンプルとしてサンプルＣが残る。状態
５５５において、サンプルＢは、格納位置の外へと動かされ、格納位置の左側へ出ていく
。サンプルＡはサンプルＢを出すために、格納位置５３４の右側に動かされる。一方、新
規のサンプルであるサンプルＤが到着する。これによって、サンプルＡ、ＣおよびＤを含
む新規待ち行列５４６を形成する。
【０１１１】
　状態５５６において示されるように、コントローラは、サンプルＣが吸引されるべき次
のサンプルであることを決定する。サンプルＡは再度、格納位置５３４の左側に動かされ
て、吸引のためにサンプルＣを格納位置５３４へと移動させる。これによって、格納位置
５３４の右側にサンプルＤが残る。状態５５７において示されるように、コントローラは
、待ち行列用の適切な順序はＡ、Ｄ、Ｃであることを決定する。サンプルＤは格納位置５
３４の左側に動かされ、サンプルＣを格納位置５３４から出してサンプルＤの右側へと動
かされる。格納位置５３４にサンプルを格納し、サンプルがそこに格納されている間に格
納位置５３４に対してサンプルをシフトすることによって実施される再順序付けによって
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、待ち行列５４８の順序は、待ち行列５４６とは異なることに留意されたい。
【０１１２】
　状態５５８において示されるように、ＦＩＦＯ方式でサンプルにアクセスするために、
ローカル試験モジュールはサンプルの新規順序を利用する。サンプルＡは、ピペット５５
０と接触するために格納位置５３４へと動かされる。次に、状態５５９において、サンプ
ルＡは全ての試験を完了してトラック５３０上のサンプルＤの左側へと配置され、サンプ
ルＡがトラックを出ていくことを可能とする。いったんサンプルＡがトラック上にのると
、サンプルＤは、吸引のために格納位置５３４へと動かされる。サンプルＣは待ち行列内
に残る。いったんピペット５５０がサンプルＢからの吸引を完了すると、サンプルＣにそ
の後アクセスできる。
【０１１３】
　図１２は、格納位置用に使用できる例示的な構造を示す。トラック５８０は、メイント
ラック方向に対して９０°に配置された格納位置５６１を有する。位置５７１は、ピペッ
ト５５０からアクセス可能である。同様の構成においては、トラック５８３は、メイント
ラック方向に対して９０°の角度でアクセス可能である格納位置５６６を有する。位置５
７６は、トラック５８３のメイントラック部分上で、ピペット５５０に対してアクセス可
能である。格納位置５６６は、サンプルを有する一つ以上のキャリアを保持するために十
分に大きい可能性がある。格納位置５６６は、複数のキャリアを格納することを可能にす
るための大きさである場合、最後に入るキャリアが最初に出ていく（ＬＩＦＯ）保管場所
として機能する。複数の格納構成は、待ち行列を再順序付けするためのステップ数を減少
するために、より複雑な再順序付けシナリオに対して適している。
【０１１４】
　トラック５８１は、曲線を介してアクセス可能な格納位置５６２を有する。これによっ
て、サンプルが格納位置５６２へと再方向づけされる前にメイントラック部分上で減速し
たり完全に停止したりすることを必要とせずに格納位置とトラックとの間でのより迅速な
交換を可能とすることができる。格納位置５６２内で、位置５７２はピペット５５０によ
ってアクセス可能である。同様に、トラック５８４は、曲線を介してアクセス可能な格納
位置５６７を有する。また、格納位置５６７は、一つ以上のサンプルキャリアを保持する
ことができる。位置５７７は、メイントラック部分上で、ピペット５５０によってアクセ
ス可能である。
【０１１５】
　格納位置５６３は、格納位置５６１を用いたもので可能な速度より速い速度でどちらの
方向にもサンプルをメイン部分５８２へと出入りさせる曲線構造を介してトラック５８２
にアクセス可能である。例えば、サンプルは、右側から速めの速度で格納位置５６３に入
って、その後、左側へ高速で格納位置５６３を出て行ってもよい。格納位置５６３におけ
る位置５７３は、ピペット５５０によってアクセス可能である。同様に、格納位置５６８
は、トラック５８５のうちのメイン区間のいずれかの方向からの迅速な進入もしくは放出
を可能とする曲線構造を介して、トラック５８５によってアクセス可能である。メイント
ラック区間上の位置５７８は、ピペット５５０によってアクセス可能である。
【０１１６】
　これまでに挙げた例は、トラック区間上のサンプルの物理的位置に関して説明されてき
たが、サンプル同士の関係も理解できる。待ち行列内で、各サンプルは、一つの論理的位
置を占める。サンプル同士の隙間も論理的位置を占めることができる。より大きい隙間は
、論理的位置一つ分を占めるものとして考えることができる。このように、サンプルは、
トラック内で互いに前後に隣接物を有する連結リストとして考えることができる。同様に
、位置は、格納位置の位置など、物理的位置に関連付けられてもよい。幾つかの実施形態
においては、複数の格納位置が使用できる。物理的位置は、格納位置の任意の組み合わせ
の前、後もしくはその間にあるものとしてみなすことができる。
【０１１７】
　図１３は、考察され得る待ち行列内の状態の例を与える。各状態図において、３つの行
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が存在する。先頭行は、格納位置のアイデンティティである。格納位置に含まれる可能性
がある属性には、格納位置に現在配置された待ち行列内の位置があるとともに格納位置内
に保持されたサンプルがある。
【０１１８】
　状態６０１においては、サンプルＡ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥは、メイントラック上の論理
的位置０から４にある。格納位置は、サンプルＣを含む論理的位置２と並んでいる。状態
６０２においては、サンプルＣはメイン待ち行列から格納位置へと動かされる。これによ
って、位置２には隙間ができる。状態６０３においては、サンプルＡおよびＢがサンプル
Ｄの隣に移動するように、待ち行列はトラック上で物理的に動く。格納位置が論理的位置
０と並ぶように待ち行列がシフトする。状態６０４において、サンプルＣは格納位置から
位置０へと動かされる。これによって、サンプルＣはサンプルＢおよびＤの間の位置から
今や待ち行列の先頭へと再順序付けされている。この方法において、サンプルを到着順序
と関係なく処理するために、格納位置は線形待ち行列内でのランダムアクセスを可能とす
る。
【０１１９】
　図１４は、通常の優先度のサンプルおよびＳＴＡＴサンプルを処理するトラックに関連
付けられることがある位置状態を示す。この例においては、待ち行列の論理的位置は待ち
行列の先頭とともに移動しない。むしろ、この待ち行列モデルは、位置をトラック上の物
理的位置と関連付ける。待ち行列の先頭である位置０は、ピペットもしくはプローブと関
連付けることができる。中間位置である位置４は、格納位置と関連付けることができる。
待ち行列の中間位置で格納位置を配置することによって、待ち行列は、待ち行列の９つの
位置のうちの５つのサンプルまで、ランダムアクセス方式で処理することができる。した
がって、ｎが待ち行列内のサンプル数であるとき、待ち行列によって使用される物理的ト
ラックは、２ｎ－１位置の寸法と等しく、サンプルキャリアを含むのに適した寸法である
可能性がある。
【０１２０】
　状態６１１において、サンプルＡは、待ち行列の先頭にあり、プローブ／ピペットを介
して吸引される。サンプルＢ、ＣおよびＤは、位置１、２および３を占める。サンプルＡ
がプローブによって処理される間、ＳＴＡＴサンプルは位置４に到達する。状態６１２に
おいては、ＳＴＡＴサンプルは、位置４から格納位置へと動かすことができる。プローブ
はサンプルＡの吸引を完了する。いったん完了すると、サンプルＡは待ち行列を残して、
オートメーションシステム内の別の分析器モジュールへと移動することができる。状態６
１３において、残りの通常優先度のサンプルＢ、ＣおよびＤは、位置５から７へとシフト
する。ＳＴＡＴサンプルは、いまや格納位置から位置４へと移動して自由であって、物理
的待ち行列の論理的先頭にある。状態６１４において、待ち行列は、ＳＴＡＴサンプルを
プローブによって処理することを可能にするためにシフトする。サンプルＢ、ＣおよびＤ
は、再度位置１、２および３を占める。状態６１２と６１４を比較することによって、既
存の線形待ち行列の物理的順序を変化させることなく、ＳＴＡＴサンプルが到着したとき
に存在していた線形待ち行列をＳＴＡＴサンプルがうまくバイパスすることを可能にする
ために格納位置が使用されたことがわかる。
【０１２１】
　図１５は、類似の論理的概要を示す。図１４とは対照的に、図１５に表された概要は格
納位置として、ならびにプローブもしくはピペット用のアクセス点の双方として機能する
トラックに対してアクセス可能な格納位置を利用するときの論理的フローを示す。状態６
２１において、サンプルＡ、Ｂ、ＣおよびＤを含む物理的待ち行列は、論理的位置４、５
、６および７を占める。格納位置は位置４と関連付けられる。ＳＴＡＴサンプルが到達す
ると、サンプルＡは既に格納位置を占め、試験が行われている。
【０１２２】
　状態６２２において、サンプルＡは試験を完了して、出ていけるように待ち行列の先頭
へと移動する。ローカルトラックの出口は、０番目の論理的位置に関連付けることができ
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る。いったんサンプルＡが格納位置から除かれると、サンプルＢ、ＣおよびＤは位置１、
２および３へとシフトすることができる。これによって、ＳＴＡＴサンプルが位置８から
位置４へ、中間試験用の格納位置へと移動することができるように経路を空ける。状態６
２３において、ＳＴＡＴサンプルは試験を完了する。サンプルＢ、ＣおよびＤの残りの待
ち行列は、格納位置の右側へと物理的位置へとシフトされる。これによってＳＴＡＴサン
プルを放出するための空の経路を提供する。ＳＴＡＴサンプルは格納位置から放出位置へ
と動かされる。
【０１２３】
　図１４における待ち行列と同様に、図１５における待ち行列はランダムアクセス性能を
線形待ち行列に提供するために、ローカルトラックの効率的利用を可能とする。つまり、
長さｎの待ち行列をサポートするために必要とされるトラックの寸法は、２ｎ－１である
。
【０１２４】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、二つの格納位置を使用することができる一例を示す。つま
り、第一の格納位置は、位置５において右手側に提供される。第二の格納位置は、左手側
の位置２において提供され、サンプルを試験するためのプローブに対するアクセスをサポ
ートする。状態６３１において、５サンプルの待ち行列は位置３から７を占める。本例に
おいては、待ち行列を処理するコントローラは、サンプルＥを幾つかのサンプルに対して
優先するべきであることを決定する。しかしながら、位置０と位置２の間には、線形待ち
行列全体をサンプルＥの経路外へとシフトすることを可能にするための十分な位置が存在
しないため、コントローラは二つのステップで待ち行列を再順序付けすることができる。
状態６３２において、待ち行列は、サンプルＥを位置５における格納位置へ動かすことを
可能にするためにシフトする。一方、サンプルＥは位置２においてプローブに到達するこ
とができないため、待ち行列を処理するコントローラは、スケジュールを効率的に利用し
て、試験用のプローブ格納位置へとサンプルＡを配置することができる。幾つかの実施形
態においては、待ち行列を再順序付けするために使用されるシフトは、サンプルを試験す
るために必要とされる時間よりも速いことに留意されたい。これらの実施形態においては
、待ち行列コントローラは、暫くサンプルＡなどの他のサンプルを試験することなく、サ
ンプルＥを待ち行列の先頭に到達することを可能にするために、格納位置への内外へと複
数のシフトを実施してもよい。しかしながら、幾つかの実施形態においては、試験は、待
ち行列を再順序付けするために必要とされる時間量と比較して比較的短い可能性がある。
これらの実施形態においては、サンプルＡなどの間に存在するサンプルは、サンプルＥが
待ち行列の先頭に移動する間に試験することができる。
【０１２５】
　状態６３３において、残りの待ち行列は右側へシフトする。残りの待ち行列は、位置５
の右側へと利用可能な二つの位置よりも長いため、サンプルＥは、サンプルＢおよびＣの
間の位置５へと動かすことができる。一方、サンプルＡは位置２におけるプローブ格納位
置において試験を完了することができる。状態６３４において、線形待ち行列は、サンプ
ルＥを位置２に配置して、プローブによって使用される格納位置へと動かすことを可能に
するために、左側にシフトする。シフト前に、サンプルＡは格納位置の外へと動かされて
待ち行列を左側へ出ていくことを可能とする。
【０１２６】
　図１７は、待ち行列を再順序付けするための例示的な一方法を示す。方法７００は線形
待ち行列を利用する分析器モジュールと関連付けられる一つ以上のローカルプロセッサに
よって実施されてもよい。この方法は、オートメーションシステム内の複数の待ち行列を
処理する中央プロセッサによって実施されてもよい。ステップ７０２において、プロセッ
サは、待ち行列内の既知のサンプルを識別する。この識別は、任意の適切な手段によるも
のであってもよい。例えば、キャリアは近距離識別もしくはＲＦＩＤを介してそのアイデ
ンティティを一斉通信してもよい。同様に、受動的キャリアは、ローカル待ち行列へとサ
ンプルが動かされるときに、サンプル上のバーコードを読み取ることによって識別するこ
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とができる。したがって、ステップ７０２は、使用可能な任意の適切な光学的、機械的も
しくは電気的手段によって実施することができる。サンプルの識別は、サンプルチューブ
もしくはサンプルチューブを輸送するキャリアを識別することを含む可能性がある。サン
プルおよびサンプルを保持するキャリアは、幾つかの実施形態で論理的に交換可能である
と考えることができる。
【０１２７】
　いったん待ち行列内のサンプルが識別されてそれらの順序が考慮されると、プロセッサ
は待ち行列をモデル化するために任意の適切なデータ構造を作成することができる。例え
ば、アレイ、ベクトル、連結リスト、データベース入力などは、待ち行列および／もしく
はサンプルをモデル化するために使用することができる。連結リストの例においては、各
サンプルは左右に隣接する対象を識別する属性を有する対象である可能性がある。ベクト
ルもしくはアレイにおいては、待ち行列の各位置は、エントリー内の属性がサンプルのア
イデンティティである場合に関連付けられたエントリーを有することができる。
【０１２８】
　ステップ７０４において、プロセッサは、現在の順序がスケジュールされた試験を実行
するために適切であるか否かを判定する。サンプルのアイデンティティを知ることによっ
て、データベースは、各サンプル用に必要とされる試験を識別するために調べることがで
きる。スケジューリングプロセッサもしくはルーティンは待ち行列内のサンプルを試験す
る一つ以上の適切な順序を決定することができる。どの試験を実施すべきかを判定して、
分析器内のローカルリソースの状態を考慮することによって、コントローラは現在の順序
がリソースを効率的に利用するか否かを判定することができる。例えば、サンプルのうち
の一つが試薬のさらなる準備を必要とするアッセイを必要とする場合、当該サンプルは待
ち行列内の各位置に対して適切ではないことがある。同様にサンプルの優先度を考えるこ
とができる。ＳＴＡＴサンプルがステップ７０２において識別される場合、ステップ７０
４において、ＳＴＡＴサンプルが待ち行列の先頭もしくはその近傍にある必要があること
を決定することができる。適切な順序を決定することは、従来の分析器内で通常使用され
るスケジューリングアルゴリズムを含むがそれに限定はされない任意の既知のスケジュー
リングアルゴリズムを利用して、任意の従来の方法で行うことができる。
【０１２９】
　待ち行列内のサンプルの物理的順序が満足なものである場合、再順序付けを行う必要が
ない。しかしながら、スケジュールングアルゴリズムおよび物理的待ち行列に対する比較
がサンプルを再順序付けする必要があることを決定する場合、新規順序はステップ７０６
において決定することができる。ステップ７０６におけるサンプルの適切な順序は、スケ
ジューリングアルゴリズムによって決定することができる。幾つかの実施形態においては
、スケジューリングアルゴリズムは、一つ以上の適切な候補順序を決定し、別のルーティ
ンは、該当する対象順序を選択するために互いを作成するのに必要なリソースコストを考
慮する。幾つかの実施形態においては、新規順序を作成するために必要なリソースおよび
時間は、適切な対象順序を選択するために、スケジューリングアルゴリズムにおける発見
的なものとして考えることができる。
【０１３０】
　例えば、図１６Ａ－Ｂに示されるように、待ち行列内の一つのサンプルを再順序付けす
るために複数のステップを行うことがある。複数サンプルを再順序付けする必要がある場
合、望ましい一つの順序は、当該順序を作成するために必要な時間／リソース制約を考え
ると適切ではないことがある。プロセッサが対象順序を決定すると、プロセッサは、サン
プルの再順序付けの方向づけを開始することができる。サンプルの再順序付けは、ループ
を介して、もしくはサンプルの現在の位置を連続的に考えて、所望の順序が得られるまで
各サンプルを再方向づけするために十分な他のコンピューテーショナル構造を介して行う
ことができる。幾つかの実施形態においては、サンプルは、サンプルが物理的に再順序付
けされる前に、サンプルを再順序付けする計画の有効性を検証するためにメモリ内に仮想
的に再順序付けすることができる。
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【０１３１】
　プロセッサが如何にしてサンプルを適切に再順序付けするかを決定できる一方法は、各
サンプルを連続的に考慮し、その順序が適切か否かを判定することによる。これは、任意
の物理的変更が起こる前に仮想ステップにおいて行うことができる。同様に、これは物理
的に行うこともでき、各サンプルは、同時に再配置される時間において考えられる。ステ
ップ７０８において、第一のサンプルが考慮される。この待ち行列において、第一のサン
プルは待ち行列の先頭にあって、吸引用のサンプル位置へと自由に移動することができる
。ステップ７０８において、プロセッサは、第一のサンプルが直後の試験用に適切である
か否かを判定する。もしそうである場合、ステップ７１０において、第一のサンプル（例
えば、サンプルＡ）は、ピペットでの吸引用の位置へと動かされる。いったんサンプルが
ピペットと接触する（もしくはサンプルをピペットへと動かすべきではないと判定される
）と、ステップ７１２において、プロセッサは、当該サンプルを再順序付けすべきか否か
を考慮する。例えば、複数の試験を必要とするサンプルは、複数試験用の待ち行列の先頭
に残ってもよい。しかしながら、試薬の準備を可能とするためにその後の試験が次の試験
の前に一つ以上のサイクルの間サンプルが待機することを必要とする場合、待ち行列の先
頭におけるサンプルは、待ち行列へと再順序付けされる必要があることがある。同様に、
待ち行列内の第一のサンプルが次の試験に対して適切でない場合、再順序付けされる必要
がある可能性がある。同様に、第一の試験の後、サンプルＡが待ち行列を出ていくべきで
ある場合、必要な動作は、サンプルＡが他のモジュールに対して開放されるために待ち行
列を出ていくことを可能にするために、ステップ７１２において考慮することができる。
【０１３２】
　再順序付けが必要ではない場合、ステップ７０８は繰り返される。再順序付けが必要で
ある場合には、待ち行列は本明細書に記載の任意の再順序付けシナリオを利用して、ステ
ップ７２０においてサンプルを再配置することによって再順序付けすることができる。い
ったんサンプルが待ち行列内の異なる位置へと再配置されると、待ち行列の新規順序はス
テップ７０４において考慮することができる。このループは、待ち行列内にサンプルが存
在しなくなるまで繰り返すことができる。アルゴリズム７００は、サンプルが待ち行列に
到着するとき繰り返すことができる。通常動作中、待ち行列は継続して考慮されて処理さ
れる。
【０１３３】
　図１８は、ステップ７２０で再順序付けを実施するために適切な方法の例示的一実施形
態を示す。ステップ７２１において、プロセッサは、格納位置を利用してどのサンプルを
動かすべきかを考慮する。これは適切でありうる任意の既知のソーティングアルゴリズム
を利用して決定することができる。適切なソーティングアルゴリズムは、タスク用に適切
な本技術分野におけるソーティングアルゴリズムを含むことができる。例えば、幾つかの
実施形態は、ヒープソートアルゴリズムを利用する。幾つかの実施形態においては、挿入
ソートアルゴリズムが使用される。必要に応じて、適切なアルゴリズムは、バブルソート
、選択ソート、挿入ソート、シェルソート、コームソート、マージソート、ヒープソート
、クイックソート、カウンティングソート、バケットソート、ラディックスソート、分配
ソート、ティムソート、もしくはその任意の組み合わせのうちの一つ以上を含んでもよい
。格納位置の利用は、多くのソーティングアルゴリズムとともに使用するために適応する
ことができ、一つ以上のサンプルを除去して、待ち行列内の別の位置へと再挿入すること
を可能とすることを理解されたい。
【０１３４】
　ステップ７２２において、任意のサンプルの待ち行列内の現在位置Ｘが考慮される。ス
テップ７２３において、待ち行列内の対象位置Ｙが決定される。この決定は、任意の既知
のソーティングアルゴリズムを通して行うことができる。例えば、対象位置Ｙは当該サン
プル用の待ち行列内の最終的な所望の位置である可能性がある。幾つかの実施例において
は、対象位置Ｙは、（図１６Ａ、状態６３３において示されるような）中間位置である可
能性がある。
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【０１３５】
　ステップ７２４において、サンプルおよび拡張すると待ち行列内のサンプル位置は格納
位置と整列される。ステップ７２５において、サンプルは、その現在位置Ｘの外に動かさ
れて、格納位置に格納される。ステップ７２６において、サンプル用の対象位置Ｙは格納
位置と整列される。ステップ７２７において、サンプルは、待ち行列内の位置Ｙへと格納
位置から動かされる。これによって、再配置するステップ７２０は、待ち行列の順序を変
更するために、位置Ｘからより適切な位置Ｙへと任意のサンプルを動かすために格納位置
を利用することができる。これは、任意の所望の順序が達成されるまで繰り返すことがで
きる。
【０１３６】
　図１９は、図１７の方法７００に対する置換もしくは追加として、ＳＴＡＴサンプルを
処理するために本発明の線形ランダムアクセス待ち行列アプローチを利用するための例示
的な一方法を示す。ステップ７５２において、待ち行列内のサンプルが識別され、待ち行
列を処理するプロセッサは、サンプルの現在の順序を考慮する。ステップ７５４において
、現在の順序は、当該順序がサンプルをピペット／プローブに対して供給するためのＦＩ
ＦＯ待ち行列として利用するために適切か否かを判定するために考慮される。順序が適切
ではない場合には、順序は、図１７における方法７００において説明されたように変更す
ることができる。
【０１３７】
　ステップ７５６において、待ち行列を処理するプロセッサ（もしくは複数のプロセッサ
）は、待ち行列における現在の順序の品質を評価するために複数のサンプルを考慮する。
例えば、待ち行列は任意の数の優先度のサンプルを有し、順序は、より高い優先度のサン
プルのレイテンシーを低減するために調節することができる。ＳＴＡＴサンプルの場合に
は、ＳＴＡＴ優先度は、ＳＴＡＴサンプルの略即時のサービスを必要とする最高の優先度
として扱うことができる。待ち行列が適切な順序にあって、ＳＴＡＴサンプルが到達する
場合、優先度はステップ７５６において考慮することができる。既に待ち行列にあるＳＴ
ＡＴサンプルがステップ７５４において考慮された優先度を有し、方法７００などの方法
を利用して順序が調節されるか否かを考慮することができることに留意されたい。
【０１３８】
　待ち行列の先頭にない任意のより高い優先度のサンプルを識別した後、ステップ７５８
において、プロセッサは、識別される優先サンプルを処理するために、待ち行列を再順序
付けすることが可能であるか否かを考慮することができる。幾つかの実施例においては、
待ち行列はあまりにも長いため、システムの優先度ルール内で、前方へ優先サンプルを迅
速に再順序付けすることができない。したがって、幾つかの実施形態における幾つかの実
施例においては、ＳＴＡＴサンプルを処理するための性能要件を満たすために、待ち行列
を再順序付けするよりも待ち行列をフラッシュすることが望ましいことがある。そうであ
る場合、ステップ７６０において、ＳＴＡＴサンプル用の経路を確保するために待ち行列
はフラッシュすることができる。フラッシュすることは任意の適切な手段で達成すること
ができ、任意の手段は、サイドカーもしくはプルアウト上のサンプルが、その後で待ち行
列に対して戻ることができる場合、オートメーションシステムのメイントラック区間から
押し出されるように、吸引することなく待ち行列を物理的に通って全てのサンプルを動か
すことを含む。幾つかの実施形態においては、フラッシュすることは、待ち行列をフラッ
シュするためにかかる時間を実質的に追加しない場合、もしくは幾つかのサンプルを吸引
するために十分な時間を性能要件が可能とする場合、待ち行列内の幾つかのサンプルを吸
引することを含んでもよい。
【０１３９】
　フラッシュする必要がない場合、ステップ７６２において、待ち行列は、待ち行列の先
頭により高い優先度のサンプルを動かすためにソートすることができる。ソートすること
は、図１７および図１８において示された方法と同様に本明細書の実施例を通して記述さ
れた方法を含む、任意の適切な方法によって達成することができる。ステップ７６４にお
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する。もしそうでない場合、優先要件と一致する位置にない各サンプルは、方法７２０を
利用して再配置することができる。全サンプルが性能要件に対して適切な位置にある場合
（例えば、ＳＴＡＴサンプルが待ち行列の先頭もしくはその近傍にある一方で、より低い
優先度のサンプルはリソースが許容する場合、任意の順序にあってもよい）、プロセッサ
は、アッセイを実行するためにサンプルピペットに対するサンプルの方向づけを開始する
ことができる。
【０１４０】
　本明細書で議論される待ち行列は、任意の適切な手段によって管理することができ、任
意の適切な手段は、ローカル、モジュール専用、ならびにモジュール、より大きい中央プ
ロセッサの一部、もしくはネットワークを介して利用可能なリモートプロセッサによって
共有されうる一つ以上のプロセッサ（例えば、適切なメモリおよびハードウェアとともに
、ＣＰＵ、ＤＳＰ、ＡＰＵ、ＧＰＵ、シングルもしくはマルチコアプロセッサなど）を含
む。当該手段は、専用回路（例えば、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなど）もしくはセンサ入力から
電気出力を生成するために適切な他のハードウェアをさらに、もしくはその代わりに含む
可能性がある。プロセッサもしくは回路は、待ち行列についての任意の状態情報を決定す
るために、メモリおよび／もしくはセンサから待ち行列におけるサンプルおよび／もしく
はサンプルキャリアについての入力を受信することができる。これらのプロセッサもしく
は回路は、サンプルおよび任意の適切な手段を介してサンプルを保持するキャリアを方向
づけることができ、任意の適切な手段は、オートメーションシステムの電気的／機械的機
構または、プロセッサもしくは回路に応じて、もしくは制御下で動作するローカルモジュ
ールを含む。幾つかの実施形態においては、電気的／機械的機構は、待ち行列を処理する
プロセッサもしくは回路から独立して動作するが、プロセッサもしくは回路は、ＸＢｅｅ
などのワイヤレスプロトコル、ＣＡＮなどの有線プロトコルもしくは他の適切な手段など
の任意の適切なプロトコルを介して作動用に要求を送信することができる。サンプルおよ
びそのキャリアを動かすために使用される機構は、磁気力、線形モータ、ギア、摩擦表面
、空気、もしくは空気圧式、液圧式もしくは電磁的機構を含む、任意の適切な形式におけ
るものである可能性がある。幾つかの実施形態においては、推進力は、オートメーション
システム、ローカル分析器モジュール、サンプルキャリアもしくはその任意の組み合わせ
によって生成される。
【０１４１】
　本発明の実施形態は、既存の分析器およびオートメーションシステムと統合されてもよ
い。キャリアは、任意の考えられる分析器および器具で利用するために適切なレイアウト
および物理的構成を含む、多くの形状および寸法で構成されてもよいことを理解されたい
。例えば、幾つかの実施形態においては、キャリアは、オートメーショントラック周囲の
複数のサンプルを運搬するために複数のスロットを含んでもよい。一実施形態は、例えば
、一つ以上の輸送ラックにおける複数スロットを有するキャリアのチューブ保持部分の物
理的レイアウトを含んでもよい。各ラックは、複数のスロット（例えば、５以上のスロッ
ト）を含み、各スロットは、チューブ（例えば、サンプルチューブ）を保持するように構
成される。
【０１４２】
　本発明は、例示的な実施形態を参照して記述されてきたが、本発明はそれに限定される
ことはない。多数の変更および改変が本発明の望ましい実施形態に対してなされてもよく
、当該変更および改変は、本発明の真の趣旨から逸脱することなく行われてもよいことを
当業者は理解するであろう。したがって、添付の請求項は、本発明の真の趣旨および範囲
内にあるような、全ての当該均等な変形を包含するものとして解釈されることを意図され
る。
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